
 

住民自治によるまちづくり行動計画（後期）  1 

 

八 代 市 

Ⅰ  策定の趣旨                   
 

 

昨今の地域社会は、少子・高齢化、核家族化、生活様式の多様化といった社会環境

の変化によって、地域のコミュニティ環境が変わってきたことや、地域で解決するこ

とが難しい新たな課題が出てくるなど、様々な問題が生じています。 

こうした問題をいち早く解決し、市民一人ひとりが満足できるまちをつくるために

は、行政と市民の皆さんが一緒になってまちづくりを進めていくことが最も効果的と

考えられます。 

そのため、本市では市民と行政が果たすべき責任と役割を明確にし、対等な立場に

よる住民自治によるまちづくりを進めるため、平成１９年９月に「住民自治によるま

ちづくり基本指針」を策定し、「加たって、語って、協働によるまちづくり」を基本

理念として掲げました。 

平成２２年３月には、基本理念を実現するために、平成２２年度から５カ年を計画

期間とする「八代市住民自治によるまちづくり行動計画（前期）」（以下、「前期計画」

という。）を策定し、さまざまな施策を展開してきました。 

中でも、概ね小学校区単位を基礎とした地域協議会を市内全地域への設置を推進す

るとともに、これまで使い道や交付額が決まっていた補助金等を地域に一括交付する

など使途裁量権の拡大等を図ってきました。 

 

平成２６年４月には、市内全地域において地域協議会の設置が完了したことから、

地域がもっと自治力を高め、最終的には地域の事柄は地域が決め、地域が主体的に運

営していくための、さらなる施策の展開が必要となりました。 

このようなことから、「加たって、語って、協働によるまちづくり」を推進してい

くため、平成２７年度から平成３１年度までの５カ年における具体的な施策を盛り込

む「八代市住民自治によるまちづくり行動計画（後期）」（以下、「後期計画」とい

う。）を策定しました。 

 

 

 

 

 

 

 
地域協議会：地域協議会とは、地域住民や各種団体等で構成され、地域の課題や問題点を協議し、解決す 

      る意思決定及び活動機関です。市とは対等なパートナーとして、パートナーシップ協定を結 

んでいます。 

 

協   働：協働とは、目的ではなく、目標を達成するための手段のことをいいます。それぞれの主体が

相互の信頼と理解に立って、共通する目標に向かって協力していくことを指します。 
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  Ⅱ  求められる住民自治によるまちづくり             
 

  

１１  ままちちづづくくりりににおおけけるる協協力力・・連連携携  
現在、まちづくりを進めるにあたって、各種団体の参加やボランティアの協力など、

さまざまな形での積極的な市民の参加がみられます。 

また、地域においても、自治会や各種団体などが主体となった地域活動が行われて

おり、住民主体のまちづくりを進めていくために、市内２１地域に「地域協議会」が

設立されたところです。 

一方、ＮＰＯ法人については、福祉分野をはじめ、防犯防災、文化振興など、さま

ざまな分野における活動が増えており、平成２６年３月末現在で、２８団体が活動し

ています。 

地域コミュニティを活性化させるためには、ＮＰＯ法人やボランティア団体の創意

工夫やノウハウを有効に活用することが望まれており、地域住民と協力・連携の中で

地域の課題・問題に取り組むことが必要となります。 

  

２２  少少子子高高齢齢化化のの進進行行とと人人口口のの減減少少                                        （（単単位位：：人人））  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
協働のまちづくりの必要性が謳われるようになった背景のひとつとして、全国的な

少子・高齢化の進行があります。これは八代市でも例外ではなく、人口の減少が見ら

れており、昭和５０年から将来予測の平成３７年を比べると２３％減少することが予

想されています。一方、６５歳以上の老齢人口は２.９倍に増加し、年少人口は、６

６％減少すると推計されており、急速に少子・高齢化へ移行しています。 

人口の減少による影響としては、税収の減少や少子・高齢化による地域活力の低下

を招き、最終的には地域社会としての機能を失った限界集落が増え同時に社会資本の

喪失も進行し、地方自治体が運営している学校や病院、コミュニティバス等の施設が

廃止に追い込まれるなど、まさに悪循環ともいえる現象が起き、少子・高齢化の進行

によって生み出される弊害はあまりにも大きいと言えます。 

 このようなことから本市の未来に向け、持続可能となるような地域社会を構築して

いくことが大きな課題となっています。 
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３３  合合併併特特例例法法にに基基づづくく特特例例措措置置がが終終了了  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八代市では、合併前の旧八代市・坂本村・千丁町・鏡町・東陽村・泉村の１市２町

３村が合併したことにより合併特例法に基づく「合併算定替」という特例措置を国か

ら受けていますが、平成２８年度から５年をかけて普通交付税の段階的削減が進めら

れます。予定では、段階的削減が終了する平成３３年度以降、平成２５年度ベースと

比較して３６億円のマイナスとなることが見込まれています。 

 さらに、人口の減少や少子・高齢化等による地域社会の衰退に伴う住民税や固定資

産税の減収などにより、様々な住民サービスを行うための財源不足が見込まれていま

す。 

 そのため、更なる行財政改革に取組む必要があります。 
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  Ⅲ  八代市が目指す住民自治によるまちづくりとは             
 

 

 地域に愛着があり、住みやすい地域とは、どんな地域でしょうか。「子どもが安心

して遊び、学ぶことができて、お年寄りも不安を持たずに生活すること。」また、「普

段からあいさつができて、何かあったときにはお互いに助け合えるご近所付き合いが

ある。」こんな地域ではないでしょうか。 

 

地域の現状は・・・ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住民自治によるまちづくりへ・・・ 
 

 地域に住む一人ひとりが、自分たちの地域のことを考え、お互いに協力してこそ、

愛着があり、本当に住みよい地域ではないでしょうか。「誰かがやってくれるだろう」

「行政がやるべきだ」と言っている間に、地域の課題は膨らんでいく一方です。 

住民一人ひとりがまちづくりについて考える、そして参加することが重要となりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふれあいのある 

まちづくり 

安全で安心できる 

まちづくり 

きれいな 

まちづくり 

挨拶・情報のある 

まちづくり 

人口減少 
と 

少子高齢化 

ご近所の 

おつきあい 
の減少 

価値観や 

ライフスタイル 
の多様化 

 

担い手不足 
固定化・高齢化 

 

新しい課題への 

対応の限界 

      

たのしい行事  安心の見守りや支えあい もしもの備え 

地域の課題をみんなで活動 どこでもあいさつ   情報の共有 
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  Ⅳ  前期計画での取り組み（H22～H26）               
 

１１．．地地域域協協議議会会設設立立支支援援  
 ・地域協議会を設立するため、各地域に設立準備委員会が設置され、約 1 年かけて

組織設立に向けた協議を行いました。 

 ・前期計画では平成２７年度までに全地域設立をめざしていたところ、１年前倒し

ですべての地域協議会が設立されました。 

２２．．行行政政組組織織のの整整備備  
 ・住民自治によるまちづくり推進のため、行政の窓口として市民活動支援課を設置

し、さらに各地域に支援職員として地域アドバイザー、地域コーディネーターを

配置しました。 

・協働のまちづくりへの理解と意識改革を進めるため職員研修会を８回開催しまし

た。 

 ・全庁的に取り組む「住民自治推進庁内検討会議」を設置し、６５回の会議を開催

し、庁内における支援体制、計画の推進を図りました。 

 ・先行地域における地域アドバイザー、地域コーディネーター間 

の情報の共有と課題解決を図るため担当者会議を設置し、協力 

体制の強化に努めました。 

３３．．補補助助制制度度のの確確立立  
 ・これまで使い道や額が決まっていた補助金を地域に一括交付したことにより、地

域内での使途裁量権の拡大と透明性が図られました。 

 ・設立後の組織の運営に必要となるパソコン、デジカメ等を購入するため「組織運

営交付金」を交付したことで、事務作業の効率化が図られました。 

 ・協議会の活発な自主活動を推進するために「地域協議会運営育成強化支援補助金」

制度を設けたことにより、新たな取り組みが始まりました。 

４４．．自自治治意意識識のの高高揚揚  
・地域協議会活動について、広報やつしろに特集記事を掲載し、協議会活動の周知

と住民自治の啓発を推進しました。 

 ・出前講座による住民自治の啓発を行い、自治意識の高揚が図られました。 

・地域協議会の意見交換会を開催し、先行して立ち上がった地域協議会の活動につ

いての発表や抱えている課題など、地域協議会同士の情報共有が図られました。 

・まちづくりの意識と専門性を高めるために、各種講演会を実施し、地域のやる気

と自主性・自立性を高めることができました。 

５５．．活活動動拠拠点点施施設設のの機機能能充充実実  
 ・地域協議会の活動拠点として公民館等の施設に事務局を整備することで、協議会

の事務機能の強化を図ることができました。 

 ・地域における拠点施設を位置づけたことにより、これまで訪れることがなかった

人が集まるようになりました。 
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  Ⅴ  後期計画の概要                    

 

 

前期計画では、本市における協働の取組みや、現状と課題を踏まえ、コミュニティ

範域の設定や協働のまちづくりを市民の皆さんと行政が一緒に進めていくための施

策として位置付け推進してきました。 

前期計画期間中、住民説明会やアンケート調査、さらに組織づくりを通じて、可能

な限り市民の生の声の収集に努めてきました。 

そして、そこからさまざまな課題が見えてきました。 

 

情報の共有化 

・市民と行政との情報共有が不足している。 

・地域のまちづくりの内容が知られていない。 

・具体的なビジョンを明確に示していない。 

人材育成の必要性 

・一部の人に役割が集中している。 

・組織を担う後継者が育っていない。 

・ボランティアだけでは熱が入らない。 

組織運営の強化 

・地域内の各種団体間の連携がうまく図られない。 

・組織内の機能が働いていない。 

・自治会の運営が大変である。 

協働によるまちづくりの 

環境整備 

・地域住民が集まるよう使い勝手のよい拠点施設が必

要である。 

・地域の活動のための資金確保が必要である。 

自治意識の高揚 

・地域において、なぜ、まちづくりが必要なのか、今、

地域が必要としているまちづくりが何か、課題は何

があるのか等、さらなる啓発活動が必要である。 

 

 

後期計画は、「住民自治によるまちづくり基本指針」に基づき策定した前期計画を

引き継ぎ、地域協議会が自ら考え、自ら決定し実施できるような環境を整えるととも

に、上記の課題解決を図るため、以下の７つの重点施策を盛り込みました。 

また、住民自治を推進していくために必要な施策を体系化し、「住民が取組むもの」、

「住民と行政が協働で取組むもの」及び「行政が取組むもの」について明確に整理し、

その上で地域住民が主体となった取組みを支えるための行政支援の内容をまとめて

います。 

 

【重点施策】 

１ 財政的支援 

２ 行政の推進体制の整備 

３ 活動拠点の整備 

４ コミュニティと行政の意識改革 

５ 組織の運営強化 

６ 協働意識の醸成 

７ 情報共有の推進 
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第１ 八代市のまちづくりのビジョン 
 

～地域で考え地域で行動するまちづくり～ 
 

 これからは、地域がもっと自治力を高め、最終的には地域の事柄は、地域で決め、

地域が主体的に運営していく「地域の自律」に向けて、行政も協働で取組んでいきま

す。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       行政は地域のまちづくりを支え、協働で取組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※地域が持つ課題はそれぞれ異なります、やり方も進め方のスピードも違いますので、全市一斉

に取組むものではありません。地域で「よしやってみよう！」という声があがり、地域住民の

皆さんが主体となって、十分に話し合いながら、後期計画期間内に進めていきます。 

 

 

地域協議会 

行 政 

・まちづくり相談・情報提供 

・一括交付金の支給 

・コミュニティ活性化の支援 

・地域支援職員の配置（地域ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ） 

・コミュニティセンターの指定管理 

・コミュニティセンターの改修 

・行政支援窓口の一本化 

・地域リーダーの育成 

・国、県等助成金の手続き支援など 

・地域住民の意見・ニーズの把握 

・地域活動への参画推進 

・地域情報の発信・共有   

・地域内連携の強化 

・地域課題の解決 

・地域まちづくり計画の策定 

・コミュニティセンターの管理運営 

・市との連携、協働事業の実施  

・各地域協議会との連携など 

地域協議会事務局 

地
域
住
民 

行 

政 
 
 

協 
 

働 

ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

支
え
る 

・自 治 

・自 律 

・自 覚 

・行財政改革 

・情報公開 

・職員の意識改革 
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■これからのまちづくりの仕組み 
 

地域協議会の役割 
○連携強化と実践 

地域協議会の重要な役割として、地域のつながりを強める「連携の強化」と地域の

新しい「課題の解決」などが主な取り組みとなることが考えられます。 

○情報の共有 

後期計画期間では、より一層、地域内で連携が図られるように、地域住民の意見・

ニーズの把握や地域活動への参加促進、地域情報の発信・共有を図っていきます。 

○まちづくり計画 

地域づくりのビジョンを実現するために、取り組みの優先順位や実施時期、地域内

の役割分担などを明らかにする「地域まちづくり計画」の策定を住民の皆さんが主

体となって作っていく必要があります。 

○透明性の確保 

地域における年間の予算と収入・支出を明らかにして、透明性と計画性を持って地

域のまちづくりを実践していきます。 

 

 

 

 

 

行政の役割 
○コミュニティセンター 

公民館をコミュニティセンターに移行し、防犯、防災や環境衛生など、地域の課題

や問題を、その地域に住む人々が自らの知恵と力で解決していこうという「まちづ

くり活動」を実践するための拠点施設にします。 

また、地域でのイベントやコミュニティビジネスの展開、話し合い、寄り合いの拠

点として、地域住民の皆さんの使い勝手がよい施設にします。 

○地域支援職員 

地域協議会を側面から支援し地域の自主性・自律性を図っていくため、地域支援職

員（地域アドバイザー）をコミュニティセンターに配置します。 

○施設の管理運営 

コミュニティセンターの維持管理や運営については、指定管理者制度を導入し、よ

り一層、施設の有効活用を図りますが、指定管理者制度の導入は一斉に取り組まず、

まずは、一部業務委託をしながら段階的に取り組むことができるようにしていきま

す。 

○財政支援 

「地域協議会活動交付金」等を活用し、地域で重視したい事業や、地域課題の解決、

事業の優先順位などについて、地域協議会で考えることができるよう支援していき

ます。 

○自主財源の確保 

国・県等補助事業の活用やコミュニティビジネスの展開など、自主財源が確保でき

るように支援していきます。 

 

住民自治を支えるための行政支援 
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第２ 後期計画の位置付けと各種計画との関係 

 
この後期計画は、八代市総合計画に位置づけられた「協働と住民自治の推進」を八

代市「住民自治によるまちづくり基本指針」に基づき、推進していくための計画です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１  八八代代市市総総合合計計画画ととのの関関係係  
 八代市総合計画は本市で最も上位に位置付けられる総合的な計画であり、平成２５

年度から向こう５年間の八代市総合計画後期基本計画を平成２５年３月に策定しま

した。その計画推進の方策としては「市民と行政がともに歩むために」協働によるま

ちづくりの推進を大きく位置付けています。 

総合計画に示した内容を踏まえ、市民と行政の役割分担を明確にし、お互いを認め

合う真のパートナーシップを築き、市民の創意工夫によって、それぞれの地域の特性

を活かした総合的なまちづくりを推進していきます。 

  

  

２２  各各種種計計画画ととのの関関係係  
 各種計画の推進にあたっては、住民と行政が協力・連携のもと効果的・効率的な施

策の展開が実施できるよう「協働によるまちづくり」を位置付けていきます。 

 ・八代市行財政改革大綱 

 ・八代市環境基本計画 

・八代市地域福祉計画 

 ・八代市障がい者計画 

 ・八代市教育振興基本計画 

 ・八代市男女共同参画計画 

  

八代市総合計画 
（平成 20～29 年度） 

前期基本計画 
（平成 20～24 年度） 
 

後期基本計画 
（平成 25～29 年度） 

八代市「住民自治によるまちづくり」基本指針 
（平成 19年度） 

八代市住民自治によるまちづくり行動計画 

（前期）（平成 22～26 年度） 

八代市住民自治によるまちづくり行動計画 

（後期） 

～基本指針～ （１）協働の領域と責任 

（２）協働を進める上での基本原則 

（３）新たな住民自治組織の確立 
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第３ 後期計画の推進体制 
  

これから示す後期計画の推進項目については、社会情勢の変化や制度の変更、住民

ニーズの変化などを踏まえるとともに、地域協議会での状況に応じ、適宜見直しを図

っていくため、行政組織内に専門部署を設け、さらに下記のような推進体制で取り組

んでいきます。 

 

１１  住住民民自自治治推推進進庁庁内内検検討討会会議議ででのの推推進進  
 住民自治推進庁内検討会議では、実効性ある計画の推進及び進行管理を行っていき

ます。また、必要に応じ専門部会を設置し、より一層の推進を図っていきます。 

  

  

２２  各各部部各各課課ででのの推推進進  
 各部各課においては、所管事項の推進方針や後期計画（目標値、スケジュール）を

含めた具体的な取組みを行っていきます。 

  

  

３３  全全職職員員のの参参画画  
 後期計画の推進にあたっては、職員からの提言や意見に耳を傾け、施策に反映、見

直し、改善を図っていきます。また、職員自らも市民活動や地域活動に積極的に参加

し、住民との信頼関係の構築に努めていきます。 

 

 

４４  総総合合的的なな政政策策ママネネジジメメンントトのの導導入入・・推推進進  
 【Plan（計画）･Do（実施）･Check（評価）･Action（改善）機能を働かせます。】 

 後期計画は、毎年度、事業の評価を行い、その結果を事業や計画、さらには予算や

組織の見直しなどに反映させるとともに、効果的・効率的な施策の展開に努めていき

ます。 

 

 

 

第４ 計画の期間 
後期計画の期間は、平成２７年度から平成３１年度までの５年間とします。 

前期計画期間での課題や問題点を整理し、より一層地域内の自治を推進していきます。 

 

行動計画（前期）5カ年 行動計画（後期）5カ年

平成22年度～平成26年度 平成27年度～平成31年度

基本指針

 



 

住民自治によるまちづくり行動計画（後期）  11 

 

八 代 市 

  Ⅳ  後期計画における役割分担                       
 

 

住民自治によるまちづくりのビジョンである「地域で考え地域で行動するまちづく

り」を達成するために、住民と行政それぞれが果たすべき役割と責任を自覚し、相互

に補完し、協力しあう関係が必要となります。 

そのため、「住民自治によるまちづくり基本指針」の施策体系を基に各部各課の事

業をベースに積み上げた４０の施策と２０７の推進項目を「住民が主体的に取組むも

の」「住民と行政が協働で取組むもの」「行政が主体的に取組むもの」に整理しました。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

一般に、住民の役割、行政の役割ならびに協働の領域は下記のような図で整理でき

ますが、協働の領域とそこにおける住民と行政の責任のあり方は、そのつど住民と行

政が協議し、双方の合意で決めなければなりません。 

 

 

 

住民と行政が

協働で立案・

実行する領域 

 

 

 

 

 

狭義の協働 

行政の領域 住民の領域 協働の領域 

 

 

行政が執行者

としての責任

を持って行う

領域 

 

 

 

行 政 が 主 導

し、住民に委

嘱する市民参

加方式による

領域 

 

 

 

 

住 民 が 主 導

し、行政が協

力・支援を行

う領域 

 

 

住 民が 主 体 的

か つ自 立 的 に

活動する領域 

⑤ 行政主体 ③ 双方同等 ② 住民主導 ① 住民主体 

（2）共催、（3）実行委員会等 （1）後 援 

（４）補 助 （５）委託・指定管理者 

（６）事業協力等、（７）企画立案等への参加・参画 

（８）情報提供・情報交換 

④ 行政主導 

 
 

住民と行政の役割分担 

  １ 住民が主体的に取組むもの 

  ２ 住民と行政が協働で取組むもの 

  ３ 行政が主体的に取組むもの 
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  第１ 後期計画の施策と推進項目 
 

１１  住住民民がが主主体体的的にに取取組組むむもものの  

 

方　針 施　策 推進項目

(ｱ)地域情報の発信

(ｴ)パブリシティの活用

(ｱ)自治意識と相互扶助の啓発

(ｳ)住民が参加しやすい環境の整備

(ｱ)自治会長の負担軽減

(ｷ)地域要望制度の活用促進

(ｱ)まちづくり人材の育成、養成

(ｳ)女性及びシニア世代の経験や能力の活用

(ｱ)管理運営機能の強化

(ｴ)収益事業の展開

(ｱ)地域住民による計画づくり

(ｲ)目標設定による進行管理

拠点施設活動内容

組織の確立

自主運営の促進

施設の運営

まちづくり計画（地域別計
画）の策定

人材の発掘・養成

自治会と連携協力

広報活動の充実啓発の促進

住民意識の高揚

 

 

 

 

 

 

 

地域の環境

美化 

地域の祭り 

地域防災 
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２２  住住民民とと行行政政がが協協働働でで取取組組むむもものの  
 

方　針 施　策 推進項目

(3)地域情報化推進事業 (ｱ)地域情報化計画の推進

(6)選挙啓発事業 (ｱ)投票率の向上

(7)投票事務 (ｱ)投票所における投票管理者、投票立会人としての職務遂

行

(ｲ)投票所における事務従事

(9)国際化推進事業 (ｲ)市民主体の国際交流支援

(1)人権啓発事業 (ｱ)人権セミナーの開催

(ｲ)人権子ども集会・フェスティバルinやつしろの開催

(ｳ)情報誌発行

(ｴ)人権啓発センターの機能充実

(2)人権センター事業 (ｱ)市民人権サポーター育成講座の開催

(ｲ)指導者育成セミナーの開催

(3)青少年育成事業 (ｱ)社会を明るくする運動の実施

(ｲ)青少年指導員の活用

(4)人権教育事業 (ｱ)社会教育における人権教育の推進

(5)男女共同参画推進事業 (ｱ)いっそＤＥフェスタの開催

(ｲ)情報紙の発行

(6)男女共同参画推進事業 (ｱ）セミナーの開催

(7)市民活動啓発事業 (ｱ)市民活動促進に関するセミナー等の開催

(ｲ)市民活動情報の発信

(8)予防接種事業 (ｱ)予防接種の広報・勧奨を行い接種率を高める

(9)健康づくり啓発事業 (ｱ)ふれあいフェスタの開催（社会福祉協議会との共催）

(10)やつしろ歯の祭典 (ｱ)歯科医師会との共催

(11)地域健康づくりの推進 (ｱ)地域健康づくりの推進、拡充及び活動への補助

(12)食生活改善推進事業 (ｱ)ボランティア(ヘルスメイト）の育成と活動の拡大

(13)母子保健推進事業 (ｱ)各種母子保健事業を実施し、母子の健康増進を図る

(14)救急医療対策事業 (ｱ)救急医療に関し、市民の視点に立って評価を行う

(15)ファミリーサポートセン

ター事業

(ｱ)会員の募集及び育児の援助活動の促進

(16)児童虐待防止事業 (ｱ)要保護児童を取り巻く地域の関係機関等との連携

(17)子ども・子育て支援事業計
画の推進

(ｱ)子ども・子育て支援事業計画の推進及び評価

(18)放課後児童健全育成事業 (ｱ)保護者が仕事等により昼間家庭にいない小学校低学年児
童への適切な遊び及び生活の場の提供

(19)ひとり親家庭等日常生活支
援事業

(ｱ)一時的に日常生活に支障が生じた場合や生活に不安定な
場合のひとり親家庭に対し家庭支援員を派遣

(20)つどいの広場事業（こども
プラザ分）

(ｱ)子育て親子が気軽に集い、相互に交流を図る常設の場の
開設

(21)地域子育て支援センター事

業

(ｱ)地域の子育て家庭に対する育児支援

(22)私立保育所等保育委託事業 (ｱ)家庭での保育に欠ける児童の保育を私立保育所に委託し

て実施

信頼される行政運営
市民に開かれた行政運
営

協働事業の推進
誰もがいきいきと暮らす
まち
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方　針 施　策 推進項目

(23)公立保育所運営事業 (ｱ)家庭での保育に欠ける児童の保育を公立保育所に委託し

て実施

(24)管外公立保育委託事業 (ｱ)家庭での保育に欠ける児童の保育を市外の公立保育所に

委託して実施

(25)地域福祉計画の推進 (ｱ)地域福祉活動の推進

・人材育成

・組織、団体の支援

(26)民生児童委員関係事業 (ｱ)民生委員活動経費等

(27)障がい者計画の推進 (ｱ)障がい者計画の策定及び計画実施に対する評価

(28)障がい者社会参加促進事業 (ｱ)障がい者スポーツ大会の開催

(29)相談支援事業 (ｱ)障がい者支援協議会の設置

(30)災害時要援護者避難支援計
画

(ｱ)個別計画

(31)介護保険事業計画策定 (ｱ)広報紙、ホームページの活用及びアンケート実施

(32)介護予防事業 (ｱ)ボランティア（筋ベル会）の育成と活動の拡大

(1)教科指導及び教材充実事業 (ｱ)総合的な学習時間をはじめ特色ある学校づくりを推進

(2)学校評議員事業 (ｱ)保護者や地域住民などの教育に関して理解や識見をもつ

方のうちから校長が推薦し、教育委員会が委嘱し、校長の

求めに応じ校長が行う学校運営に関し、意見をのべる

(3)通学路等安全対策事業 (ｱ)学校安全ボランティアの組織化の推進

(4)教育研究校推進事業 (ｱ)子どもの体力向上に係る実践活動

(ｲ)食育に関する体験活動

(5)不登校児童生徒の適応指導
事業

(ｱ)不登校児童生徒に対する専門的な適応指導の実施

(6)青少年体験活動 (ｱ)さかもと青少年センター等において野外体験、宿泊体験

等を実施

(7)放課後子ども教室 (ｱ)住民等の協力を得て学習活動、文化活動、集団遊び等を

実施

(8)公民館活動事業 (ｱ)地域公民館講座

(9)生涯学習推進事業 (ｱ)家庭教育学級、婦人学級、高齢者教室等生涯各期におけ
る学習支援

(10)地域スポーツ振興事業 (ｱ)総合型地域スポーツクラブの設立

(11)生涯スポーツ活動推進事業 (ｱ)市民体育祭の開催

(12)スポーツ施設管理運営事業 (ｱ)多様化する利用者のニーズに対応

(13)スポーツ施設予約案内シス

テム運営事業

(ｱ)施設利用予約の利便性の向上

(14)八代市文化振興計画の推進 (ｱ)各文化施策の進行管理

(15)文化団体助成金 (ｱ)文化団体の活動支援

(16)文化財保護委員会費 (ｱ)適切な文化財保護の推進

(17)指定文化財保存管理事業 (ｱ)各種文化財の保存・活用

(18)伝統文化財保存事業 (ｱ)伝統文化財の保存・伝承・活用

(19)文化行事の開催 (ｱ)各種文化の振興

(20)文化財保護啓発事業 (ｱ)市民の文化財保護への意識啓発

(21)文化財建造物調査事業 (ｱ)市民の文化財への関心を高める

(22)特別展覧会事業 (ｱ)歴史や美術に関するすぐれた資料・作品の展示公開なら

びに講演会活動

(23)読書活動運営事業 (ｱ)読み聞かせ機会の確保

郷土を拓く人を育むまち
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方　針 施　策 推進項目

(1)都市計画推進事業 (ｱ)都市計画審議会

(2)市営住宅ストック総合改善

事業

(ｱ)住民への周知、説明

(3)道路整備事業
道路維持事業

橋梁整備事業

都市下水路整備事業

河川改修事業

(ｱ)公共工事への理解と協力

(4)土地区画整理審議会の開催 (ｱ)八千把地区土地区画整理事業

(5)下水道施設整備事業 (ｱ)下水道工事への理解と協力

(6)交通安全啓発事業 (ｱ)交通ルールの遵守と交通安全意識の高揚

(7)防犯団体支援事業 (ｱ)地域防犯団体による安心・安全な街づくりの推進

(8)防災意識の高揚及び防災力
の充実

(ｱ)住民参加型防災訓練の実施
総合防災訓練への参加

(ｲ)自主防災組織の結成促進、自主防災会連絡協議会の運営

(ｳ)避難行動要支援者の避難支援

(9)防災対策事業 (ｱ)災害時の応急活動

(10)身近な相談員育成事業 (ｱ)消費者被害見守りネットワークの構築

(11)消費者意識啓発の推進 (ｱ)消費者教育の推進

(ｲ)消費生活に関する情報提供

(1)担い手育成事業 (ｱ)地域農業の担い手を育成

(2)中山間地域振興事業 (ｱ)中山間地が有する国土保全や保健休養等の多面的機能を

維持する

(3)農業基盤整備事業 (ｱ)農道、用排水路等の農業施設整備の促進

(4)農地・水保全管理支払交付
金事業

(ｱ)地域ぐるみで行う活動に対する助言、指導（履行確認
等）や事業費の間接的支援

(5)農業施設維持管理事業 (ｱ)排水路等の農業用施設の維持管理等の取り組みについて

の支援。（樋門及び排水ポンプ維持管理費、浮草防除等協

議会への助成等）

(6)湛水防除事業 (ｱ)市管理の排水機場の維持管理

(7)栽培漁業振興事業 (ｱ)クルマエビ、ヒラメ、アユ等放流

(8)市内管理漁港維持管理事業 (ｱ)漁港及び船溜りの施設整備

(9)水産物供給基盤機能保全事
業

(ｱ)漁港施設の老朽化状況の診断及び機能保全工事の実施

(10)有害鳥獣被害対策事業 (ｱ)シカ、イノシシ及びカラス等による農林産物の被害の報

告

(11)林道整備事業 (ｱ)市民参加型の整備

(12)八代くま川祭り事業 (ｱ)八代くま川祭り振興会との連携

(13)全国花火競技大会事業 (ｱ)やつしろ全国花火競技大会実行委員会との連携

(14)九州国際スリーデーマーチ
事業

(ｱ)九州国際スリーデーマーチ実行委員会の活用及び大会参
加者との連携

(15)さかもとふるさとまつり事

業

(ｱ)坂本ふるさとまつり運営委員会との連携

(16)せんちょういぐさの里まつ

り事業

(ｱ)せんちょうい草の里まつり実行委員会との連携

(17)ふる郷愛鏡祭事業 (ｱ)ふる郷愛鏡祭実行委員会との連携

(18)東陽しようがまつり事業 (ｱ)東陽しょうが祭運営委員会との連携

(19)平家いずみお茶まつり事業 (ｱ)平家いずみお茶まつり実行委員会との連携

豊かさとにぎわいのある
まち

安全で快適に暮らせるま
ち
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方　針 施　策 推進項目

(20)中心市街地活性化対策事業 (ｱ)まちなか活性化協議会との連携

(21)工業振興補助助成事業 (ｱ)こども科学フェアの開催

(22)サンライフ八代管理運営事
業

(ｱ)事業の充実、施設の適正な管理運営を行う

(23)働く婦人の家管理運営事業 (ｱ)指定管理者による事業の充実、施設の適正な管理運営を

行う

(24)八代港ポートセールス事業 (ｱ)荷主企業及び商社訪問

(25)八代港振興事業 (ｱ)国・県などの関係団体と連携

(26)みなと八代フェスティバル
事業

(ｱ)フェスティバルの開催

(27)クルーズ客船誘致事業 (ｱ)旅行代理店及び船会社訪問

(1)環境学習推進事業 (ｱ)市民への環境学習の推進

(2)環境美化活動推進事業 (ｱ)「きれいなまちづくり協定」締結団体に対する活動支援

(3)環境パートナーシップ推進

事業

(ｱ)市民・市民団体、事業者、市など多様な主体の参画・交

流

(4)ごみ減量化対策事業 (ｱ)生ごみたい肥化容器等の購入費用の一部助成

(ｲ)一般廃棄物を多量に排出する事業所のごみ減量化推進

(ｳ)段ボール箱を利用した生ごみ堆肥化の普及促進

(ｴ)マイバックキャンペーンの実施

(ｵ)リサイクル推進協力店の認定

(5)廃棄物処理対策事業 (ｱ)市民からの不法投棄等の情報収集

(6)敷川内環境整備事業 (ｱ)敷川内環境保全用地の除草業務

(7)分別収集事業 (ｱ)分別品目の統一・拡大を図る

(ｲ)分別指導員講習会の実施

(8)ごみ収集管理事業 (ｱ)ごみ出し及び分別ルールの啓発

(9)資源物集積所巡回指導事業 (ｱ)市職員による資源物集積所巡回指導の実施

(ｳ)条例の制定

(ｱ)情報交換会の開催

(ｲ)地域協議会連絡会議（仮称）による情報共有化

(ｲ)広報紙、ケーブルテレビ、ホームページの活用

(ｳ)ＳＮＳの活用

(ｵ)地域協議会ホームページ等の運用

(ｲ)伝統文化の継承発展と世代間交流

(ｲ)自治会加入促進

(ｳ)ガイドブックの作成

(ｴ)自治会連合会等の設置支援

(ｶ)地域とマンション（集合住宅）との共生

住民意識の高揚

自治会との連携協力

人と自然が調和するまち

役割の明確化
協働によるまちづくりに
関する条例の制定

情報の共有 地域情報の提供

啓発の促進 広報活動の充実
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方　針 施　策 推進項目

(ｱ)コミュニティ間の調整

(ｲ)協働に関する研修会等の実施

(ｱ)既存組織の有効活用

(ｲ)企業との連携強化

(ｱ)市政協力員制度の見直し

(ｲ)市から市政協力員への提案・依頼のあり方

(ｳ)地域協議会との連携

(ｴ)地域協議会と行政の合意形成のあり方

(ｲ)地域ニーズの掘り起こし

市政協力員との関係

関係機関との連携

コミュニティビジネスの促
進

自主運営の促進

組織の確立 コミュニティ範域の設定

人材の発掘・養成
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３３  行行政政がが主主体体的的にに取取組組むむもものの  

 

方　針 施　策 推進項目

(1)総合計画の推進 (ｱ)総合計画の進行管理

(2)財政運営健全化事業 (ｱ)予算編成情報・財政状況の情報提供

(4)市民意見の反映 (ｱ)パブリックコメント制度

(5)監査事業 (ｱ)監査報告のホームページの活用

(8)国際化推進事業 (ｱ)国際理解と外国人支援事業

(ｳ)国際交流事業補助金制度

(9)北海市交流事業 (ｱ)情報提供

(1)行財政改革推進事業 (ｱ)市民目線の行財政改革の推進

(ｲ)行財政改革推進計画進捗状況の公表

(ｳ)外部評価の実施

(2)民間委託等事業 (ｱ)指定管理者制度の導入

(ｲ)「窓口業務等の民間委託」の推進

(ｱ)パートナーシップ協定の履行確認

(ｱ)機運を高める

(ｲ)市民参加型の整備

(ｱ)住民説明会の実施

(ｲ)出前講座の充実

(ｳ)まちづくり活動支援ガイドブック

(ｴ)情報公開と透明性の確保

(ｱ)市民トークや市長への手紙等の活用

(ｱ)地域協議会連合会の設置

(ｳ)行政機関への手続き支援

(ｱ)専門部署の機能充実

(ｲ)拠点型まちづくりセンターの位置付け

(ｳ)拠点型まちづくりセンターの促進機能

(ｴ)地域支援職員（地域ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ）の配置

(ｵ)職員へ地域情報提供

(ｶ)職員研修の充実

(ｷ)職員の意識改革

(ｸ)職員の市民活動参画推進と職員の経験・能力の活用

(ｹ)協働に関する推進体制の機能充実

(ｺ)地域内分権の推進

広聴活動の充実

役割の明確化
パートナーシップ協定の
締結

協働によるまちづくりに
関する条例の制定

組織の確立

行政組織の確立

行政情報の提供

コミュニティ範域の設定

関係機関との連携

信頼される行政運営
市民参加による開かれた
行政運営

行財政改革の推進

情報の共有

啓発の促進
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方　針 施　策 推進項目

(ｱ)コミュニティセンターへ移行

(ｲ)コミュニティセンターの改修

(ｳ)コミュニティセンター使用料

(ｲ)指定管理者制度の導入

(ｳ)生涯学習の推進展開

(ｱ）事務運営マニュアルの整備

(ｲ）地域リーダー養成研修会の実施

(ｳ)まちづくり計画策定支援

(ｱ)全国市長会市民総合賠償補償保険の周知

(ｲ)公益活動に対する保険制度の検討

(ｱ)啓発活動

(ｳ)ビジネスモデル検討委員会設置の検討

(ｱ)地域協議会活動交付金

(ｱ)新たな支援制度の創設

(ｲ)地域協議会連携活動への支援制度の創出

(ｳ)がまだしもん応援事業

(ｴ)国・県等補助事業の活用促進

(ｵ)物的支援

(ｱ)行政提案型協働事業の創出

拠点施設活動内容

活動拠点施設の機能充
実

施設の運営

組織運営における支援
制度

まちづくり計画の策定

協働委託の促進（委託業
務）

自主運営の促進

市民活動保険制度

権限・財源の移譲
住民自治活動支援制度
（補助金一本化）

コミュニティビジネスの促
進

住民主体のまちづくり強
化
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  Ⅳ  ７つの重点施策                     

 

 

第１ 財政的支援 
 

施　策 推進項目 実施内容

（なにを） （どのような） （どうやって） H27 H28 H29 H30 H31

住民自治活動
支援制度（補
助金一本化）

(ｱ)八代市地域協議

会活動交付金

地域住民の自己決定・自己責任での補

助活動が行えるよう、事務事業の見直し

等を行いながら、一括交付金の拡充を図
る。

市民活動支援
課 ○

(ｱ)新たな支援制度

の創設

地域の元気を創出し、地域協議会の

やる気の応援と、独自の発想、地域

の特性に応じたまちづくりが実施で

きるよう、「コミュニティ活動活性

化補助金」を創設する。
併せて、継続的な支援ができるよう

基金などの創設を検討する。

市民活動支援

課 ○

(ｲ)地域協議会連携

活動への支援制度

の創設

それぞれの地域の範囲を超えた取り

組みに対する支援を行う制度をつく

り、地域力の底上げにつなげるとと

もに、コミュニティ範域の見直しを
推進する。

市民活動支援

課 ◎

(ｳ)がまだしもん応

援事業

地域課題について市民活動団体から

豊かな発想を活かした事業提案を募
り、行政と役割分担しながら課題解

決のための事業を実施する。

市民活動支援

課

(ｴ)国・県等補助事

業の活用促進

地域協議会が自主的・主体的な活動

を行う財源として、国県補助金事業

のほか、宝くじ助成金等を積極的に

活用する。

市民活動支援

課

(ｵ)物的支援 地域協議会の自主的・主体的な活動

を支援し、行政と協働によるまちづ
くりを推進していくため、市が所有

する車両、備品等の貸し出しを行

う。また現在、各地域協議会が所有

している備品等について、貸出し一

覧（有償等）を作成するなど連携強

化に努める。

市民活動支援

課
△ ○

協働委託の促
進（委託業
務）

(ｱ)行政提案型協働

事業の創出

各課が抱えている課題解決にあた

り、市民活動団体等と行政との協働

により、効果・効率的な解決が期待

できる事業について広く市民へ提案

を行い、市民のアイディアやノウハ
ウを募り、協力して解決していくこ

とできるような仕組みを構築する。

該当課 △ ○

所管課
実施スケジュール（いつまで）

組織運営にお
ける支援制度

 
※①「△」・・・調査、検討、準備の場合、②「○」・・・一部実施、試行の場合 

③「◎」・・・実施、達成、終了の場合、④「→」・・・継続して推進する場合 

⑤「◎→」・・実施後、引き続き推進の場合 
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各種団体等に交付してきた補助金等の見直しを行い、地域の自主的・主体的な取り

組みの充実と地域課題への対応ができるよう地域協議会活動交付金の拡充を図りま

す。 

 また、地域の積極的なまちづくり活動を支援することを目的として、組織運営に対

する新たな支援制度の創設を図り、継続的な支援ができるよう基金などの創設を検討

していきます。 

 さらに、地域が自主的に収益を上げることができるよう、市の業務の中から地域協

議会等へ委託可能な業務を抽出し、委託事業のメニュー化を図り、行政提案型協働事

業を推進していきます。 

 地域住民の自主的な公益活動を広げていくため、市や各地域協議会が所有する備品

等が効果的に活用されるよう貸し出しできる環境を整えます。 

 

 

財政的な支援策 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・地域協議会活動交付金（一括交付金）

の充実 

・新たなコミュニティ支援事業 

・がまだしもん応援事業 

・国・県等助成事業の活用 

・行政提案型協働事業（業務委託） 

・物的支援（市所有備品等の貸し出し） 

・人口割 

・均等割 

申請 

助成 

提案 

受託 

相談 

支援 

申請 

貸出 

コミュニティセンター 

地域協議会事務局 
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第２ 行政の推進体制の整備 

 

施　策 推進項目 実施内容

（なにを） （どのような） （どうやって） H27 H28 H29 H30 H31

(ｱ)専門部署の機能

充実

市役所本庁にコミュニティ総合窓口

（市民活動支援課）をおき、各地域

協議会のコミュニティ活動が活発に
なるように、行政内部の各課と連携

を図り、情報提供を行う。

市民活動支援

課

(ｲ)拠点型まちづくり

センターの位置付け

さまざまな分野で活動している市民活動

団体、各種団体、地域協議会、企業等を
はじめ、自らがまちづくりを行うために利

用できる拠点施設の位置付けを検討す

る。

市民活動支援

課
○ ○ ◎

(ｳ)拠点型まちづくり

センターの促進機能

市民活動団体、地域協議会等の活動情

報を収集・提供していくとともに、住民自

治や生涯学習、市民活動に関する相
談、人材育成、研修等ができるよう検討

する。

市民活動支援

課 △ △ △ ◎

(ｴ)地域支援職員

（地域ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ）

の配置

地域協議会を側面から支援し地域の

自主性・自律性を図るため、各地域

協議会に担当職員として、地域アド
バイザーを配置する。

コミュニティセンター指定管理者制

度導入、または後期計画期間後は、

段階的にいくつかの地域を担当する

地区担当職員制度へ移行を図る。

人事課

市民活動支援

課
○ ◎

(ｵ)職員へ地域情報

提供

各地域協議会のイベント情報などを

職員へ情報提供し、イベントへの参

加を促す。
市民活動支援
課 ◎

(ｶ)職員研修の充実 より住民に近い視点で行政運営がで

きるよう、関係部署との連携を図り

ながら研修内容を検討し、「地域住
民と協働」ができる職員の育成を図

る。

人事課

市民活動支援

課

(ｷ)職員の意識改革 市民参画、市民協働に関する職員研

修会を実施する。

また、職員も地域住民の一員とし

て、地域のまちづくりに率先して参
加するよう働きかける。

人事課

市民活動支援

課
◎

(ｸ)職員の市民活動

参画推進と職員の

経験・能力の活用

職員の市民活動参画を促進するとと

もに、その活動で職員の保有する経

験や能力を活用できるよう、より参

画しやすい環境の整備を図る。 人事課 ○

(ｹ)協働に関する推

進体制の機能充実

市役所各部署の市民協働を全庁的に

推進する必要があるため、住民自治
推進庁内検討会議にて連絡調整を行

いながら検討を進める。

市民活動支援

課 ◎

(ｺ)地域内分権の推

進

地域の独自性が最大限発揮できるよ

う地域内分権を推進し、地域で決め
た事柄は地域が責任を持ち、住民に

身近なところで課題解決ができるよ

うな仕組みを構築するように支援す

る。

市民活動支援
課

所管課
実施スケジュール（いつまで）

行政組織の確
立
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施　策 推進項目 実施内容

（なにを） （どのような） （どうやって） H27 H28 H29 H30 H31

(ｱ)啓発活動 地域活動をビジネスとして考える機

会をつくり出すため、各種啓発活動
を行う。

市民活動支援

課

(ｲ)地域ニーズの掘

り起こし

地域ニーズの掘り起こしを住民と協

働で行い、各種情報を地域協議会へ

効果的に提供をする。
市民活動支援

課

(ｳ)ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ検討
委員会設置の検討

地域課題、住民ニーズをビジネスの手法
（受益者負担、一定のコスト負担）を用い

て解決するために、行政、協議会、専門

家、実践者等で構成する「ビジネスモデ

ル検討委員会（仮称）」を設置し、取り組

み可能なビジネスモデルを選定し、提示
する。

市民活動支援

課 △ △ ○

コミュニティ
ビジネスの促
進

所管課
実施スケジュール（いつまで）

 
※①「△」・・・調査、検討、準備の場合、②「○」・・・一部実施、試行の場合 

③「◎」・・・実施、達成、終了の場合、④「→」・・・継続して推進する場合 

⑤「◎→」・・実施後、引き続き推進の場合 

 

 

地域活動をスムーズに進めるため、市役所本庁にコミュニティ総合窓口（市民活動

支援課）を置き、各地域協議会のコミュニティ活動が活発になるように、行政内部の

各課と連携を図り情報提供を行います。 

また、地域住民が主体となってまちづくりに取り組んでいくための行政支援として、

助言・調整を行う「地域アドバイザー」と実務支援を行う「地域コーディネーター」

を配置してきましたが、公民館等施設のコミュニティセンターへの移行に伴い、これ

らに代わり、新たに「地域支援職員（地域アドバイザー）」を配置し、引き続き、側

面的に指導・助言や支援活動を行います。 

  

市職員一人ひとりが協働への理解を深めるとともに、行政全体として意識を高め、

これまでの慣例にとらわれず、地域住民の皆さんとの協働に取り組んでいきます。 

また、市職員が地域に関わることは地域のまちづくりにとって大きな力となるため、

職員がまちづくり活動に積極的に参加し、生の声を聞き、信頼関係の構築を目指して

いきます。 
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コミュニティセンターヘ 

地域アドバイザーの配置 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職員の意識改革 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域活動への参加 職員研修会の実施 

地域ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ配置 

市民活動支援課 
（コミュニティ総合窓口） 

 

・コミュニティ相談業務 

・地域要望に関する調整 

・各協議会との連絡調整 

・各課との連絡調整 

・コミュニティへの支援 

Ｃ地域協議会事務局 

コミュニティセンター 

Ａ地域協議会事務局 

コミュニティセンター 

地域ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ配置 

地域ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ配置 

Ｂ地域協議会事務局 

コミュニティセンター 

各種相談・提案 

各種相談・提案 

各種相談・提案 
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第３ 活動拠点の整備 
 

施　策 推進項目 実施内容

（なにを） （どのような） （どうやって） H27 H28 H29 H30 H31

(ｱ)コミュニティセン

ターへの位置付け

地域協議会が主体となって、地域福祉の

向上を図っていくため、社会教育施設で

ある公民館等施設から、様々な活動が
可能なコミュニティセンターへ切り替え、

地域活動の拠点として位置づける。

市民活動支援
課

農業政策課

教育施設課

生涯学習課

△ ◎

(ｲ)コミュニティセ

ンターの改修

コミュニティセンターは、地域の活

動拠点施設であり、地域の拠り所で
もある。特に災害時においては避難

所となることから、適宜老朽化した

施設の改修を図る。なお、土砂災害

特別警戒地域に入っているコミュニ

ティセンターについては、移転も含

め検討する。
また、未整備地域については、早急

にコミュニティーセンターの設置を

行う。

市民活動支援

課
△ ○

(ｳ)コミュニティセ

ンター使用料の適

正化

施設のコストに対し、使用料収入が

少なく、適正な受益者負担であるか

十分検討する必要がある。
施設使用料の検討にあたっては、施

設を利用する者と利用しない者との

立場を考慮した「負担の公平性」を

図る。

市民活動支援
課 △ ◎

(ｱ)管理運営機能の

強化

コミュニティセンターは地域住民のため

の施設であるという観点から、施設の管

理運営は、地域住民が運営していくこと

が望ましい。施設管理の運営及び地域
協議会の事務補助を行うため常勤スタッ

フを雇用する。

市民活動支援

課 △ ○ ◎

(ｲ)指定管理者制度

の導入

地域の権限・裁量権の拡大を図るととも

に、コミュニティセンターの積極的な活用
や地域の特性を活かした取り組みができ

るよう地域協議会を指定管理者として位

置付け、契約を締結する。

市民活動支援

課 △ △ ○ ○ ◎

(ｳ)生涯学習の推進

展開

各地域において、「いつでも、どこ

でも、だれでも学べる」学習環境づ

くりを目指す。 生涯学習課

(ｴ)収益事業の展開 地域協議会の自主財源の一つとし

て、コミュニティセンター内での収
益事業の実施や地域協議会の所有備

品等の有料貸出、展示会などコミュ

ニティビジネスの推進を図る。

市民活動支援
課

◎

所管課
実施スケジュール（いつまで）

拠点施設活動
内容

活動拠点施設
の機能充実

 
※①「△」・・・調査、検討、準備の場合、②「○」・・・一部実施、試行の場合 

③「◎」・・・実施、達成、終了の場合、④「→」・・・継続して推進する場合 

⑤「◎→」・・実施後、引き続き推進の場合 
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急速な社会情勢の変化や地方分権の進展が進む中、これからの時代は、これまで以

上に地域住民の皆さんが自主的・主体的に地域のまちづくりについて考え、そして実

践していくことが求められています。 

そのことから、地域の拠点施設である公民館等施設をコミュニティセンターに移行

し、地域住民の皆さんがふれあい、地域の特色を活かしたまちづくりに向けて活動す

る場、また、生涯学習を実践する場として位置付けます。 

地域へ権限・裁量権の拡大（使用許可等）を図るため、コミュニティセンターは利

用する地域住民で運営できるよう、地域協議会への指定管理者制度の導入を図ります。

導入にあたっては、一斉に取り組まず、段階的に移行できるよう、一部業務委託（職

員経費を含む）から対応するなど柔軟に推進していきます。 

 また、公民館に併設された出張所機能については、市の財政状況や時代の変化に対

応したサービスの提供と地域協議会への管理運営を目指すため、見直しを図ります。 

 

 

 

地域協議会におけるコミュニティセンターの管理運営 

 

 

 

 

■パターン１ 

指定管理者として、地域協議会が管理を行います。 

平成２９年度から順次推進し、３２年度までに完全移行を目指します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コミュニティセンター 

★センター長          ★地元雇用職員      ★地元雇用職員 

・施設の管理（清掃、受付、鍵の管理）   ・施設の維持（水道光熱費支払、設備の点検等） 

・行政情報、地域情報の提供        ・緊急時の避難場所 

・地域協議会事務局運営支援        ・その他委託事業の実施 
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■パターン２ 

市が施設を管理し、地域協議会が一部の業務を行います。 

平成２８年度から３１年度まで 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■パターン３ 

市が施設を管理し、地域協議会が大半の業務を行います。 

平成２８年度から３１年度まで 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コミュニティセンター 

◆非常勤職員 

施設の貸出しや受付業務な

ど施設で行う業務のほか、

地域のまちづくりを支援 

◆地域支援職員 
地域アドバイザーとして

まちづくりを側面から支

援 

★地元雇用職員 

・施設の管理（清掃、受付、鍵

の管理） 

・協議会運営支援 

・その他委託事業の実施 

コミュニティセンター 

◆地域支援職員 
地域アドバイザーとして

まちづくりを側面から支

援 

★地元雇用職員Ａ      ★地元雇用職員Ｂ 

・施設の管理（清掃、鍵の管理） 

・施設の受付及び貸出業務 

・地域協議会運営支援、地域情報の提供 

・その他委託事業の実施 
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第４ コミュニティと行政の意識改革 
 

施　策 推進項目 実施内容

（なにを） （どのような） （どうやって） H27 H28 H29 H30 H31

(ｱ)市政協力員制度

の見直し

住民自治によるまちづくりを今後さらに推

進し、地域協議会を中心としたまちづくり

を行うため、市長が個人へ委嘱する関係
を改め、地域と行政は上下関係のない対

等なパートナー関係を構築していくた

め、計画期間内において、市政協力員

制度の見直しを行う。

市民活動支援

課
◎

(ｲ)市から市政協力

員への提案・依頼の

あり方

市が市政協力員へお願いしている業務

（協力、連絡、提案）の見直しを徹底的に

行い、業務の軽減を図る。

なお、見直しの結果、地域で行った方が

効果・効率的な業務については、地域協

議会へ委託できないか併せて検討す
る。

市民活動支援

課
△ ○

(ｳ)地域協議会との

連携

市政協力員の役割の一部を地域協議会

へ移行させる場合は、無償での協力依

頼とならないよう、市と地域との連絡事務

に係る経費は、一括交付金として地域協
議会に交付する。

市民活動支援

課 △ ○

(ｴ)地域協議会と行
政の合意形成のあり

方

市が一方的に地域協議会へ協力依頼す
るのではなく、地域協議会を起点に自治

会の意向や地域の実情を踏まえつつ、

特段の配慮を行う。

市民活動支援

課 ○

(ｱ)自治会長の負担

軽減

自治会長が担っている業務が分担で

きるように地域住民に啓発を図る。 該当課 ○

(ｲ)自治会加入促進 地域協働の重要な担い手である自治

会の構成員を増加させる取り組みを

行うため、未加入世帯への啓発を図
る。

市民活動支援

課 △ △ ○

(ｳ)ガイドブックの

作成

自治会役員になった方が、円滑に自

治会運営を行えるように、自治会活

動についての基本的な知識や男女共
同参画の視点にたった事例等を紹介

する手引書を作成する。

市民活動支援

課 △ ○

(ｴ)自治会連絡会等
の設置支援

市からの情報や協力依頼等は、地域
協議会を通じ、確実に自治会へ行き

渡るよう、各地域協議会内に自治会

連絡会等の連絡調整機能強化が図ら

れるよう設置に関して支援を行う。

市民活動支援

課 △ △ ○

(ｵ)小規模自治会へ

の支援

小規模な自治会が持つ課題・問題等

の解決に対する支援を行う。
市民活動支援

課 △

(ｶ)地域とマンショ
ン（集合住宅）と

の共生

地域とマンションが抱える問題は多
岐にわたっていることから、双方の

理解や取り組みにより解消されるよ

うな提案を検討する。

市民活動支援

課 ○

(ｷ)地域要望制度の

活用促進

地域が抱える課題・問題に対して、

先ずは解決する手立てを考え、その
中から、あれもこれもではなく、

絞ったものに優先順位を付けて行政

に要望するなど、効果・効率的な仕

組みを構築していく。

市民活動支援

課

所管課
実施スケジュール（いつまで）

市政協力員と
の関係

自治会との連
携協力

 

コミュニティセンター 



 

住民自治によるまちづくり行動計画（後期）  29 

 

八 代 市 

 

市では住民の福祉を増進し、市政の円滑な運営を図る目的から、各地域の自治会の

長等を非常勤特別職「市政協力員」として委嘱してきました。市内全地域に地域協議

会が立ち上がったことから、さらなる「住民自治によるまちづくり」の推進を図ると

ともに、地域コミュニティと行政の対等なパートナー関係を構築するため、今後は、

市が市政協力員（個人）を委嘱するという従来の関係から、市と地域協議会（団体）

のパートナーシップの関係を進めていきます。 

市政協力員制度の見直しにあたっては、地域協議会連絡会議（仮称）や八代市市政

協力員協議会理事会と十分な議論を交わしながら推進していきます。 

 また、地域協議会において大きな役割を担っている自治会については、連携を強化

するため、自治会ガイドブックの作成や自治会未加入問題等について、地域協議会と

一緒になって考えていきます。 

 

委嘱からパートナーシップの関係へ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

行 政 

市政協力員へ委嘱（３７９人） 

行 

政 

パ
ー
ト
ナ
ー 

Ａ地域協議会 

Ｂ地域協議会 

Ｃ地域協議会 

【現 状】 【移行後】 

Ａ自治会 Ｂ自治会 Ｃ自治会 Ｄ自治会 

地域協議会連絡会議 市民活動支援課 

八代市市政協力員協議会理事会 

見直依頼 

見直提案 

意見 

協議内容 

の報告 

見直しの進め方 
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第５ 組織の運営強化  

 

施　策 推進項目 実施内容

（なにを） （どのような） （どうやって） H27 H28 H29 H30 H31

住民意識の高
揚

(ｳ)住民が参加しや

すい環境の整備

多くの地域住民がまちづくりに携わ

れるように意見を吸い上げる仕組み

を地域協議会にて考えていく。

市民活動支援

課

(ｱ)コミュニティ間の

調整

地域協議会が活動する上で、現在の範

域が適当かどうか地域の見つめなおしを
促す。

市民活動支援

課

支所総務振興

課

(ｲ)地域協議会連絡

会議（仮称）による情

報共有化

地域協議会間の情報共有、連携促進を

図るため、地域協議会の会長等による連

絡会議を設置し、それぞれの地域が抱

える共通課題の解決に向けての協議や

先進的な取り組み事例等の情報共有を

推進する。
また、行政からの情報提供や行政施策

の提案等を行い、市と地域協議会との情

報の共有化を図る。

市民活動支援

課
◎

(ｱ)まちづくり人材

の育成、養成

地域協議会の構成団体や部会などの

様々な活動を通して人的ネットワー

クの構築を推進し、地域に埋もれて

いる人材の発掘や後継者の育成を図

る。また、市と協働で担い手育成研
修会等を開催するなど連携強化に努

める。

該当課 ○ ◎

(ｲ)協働に関する研

修会等の実施

地域の住民自治の推進に向けて、そ

のリーダーや活動の担い手となる人

材を対象に、それぞれの活動の継続

性や自立性を高め、事業の活性化を

図るための研修機会の充実を図る。

市民活動支援

課

(ｳ)女性及びシニア

世代の経験や能力
の活用

女性及びシニア世代の経験や能力を

地域活動、市民活動に活かしてもら
うよう参加機会を増やすような仕組

みを構築する。

市民活動支援

課 ○

(ｱ)既存組織の有効

活用

地域に存在する公益活動団体を地域

協議会に参画してもらい、協力して

事業実施できるよう促す。

市民活動支援

課 ○

(ｲ)企業との連携強

化

協働の担い手として期待される企業

や事業所等と地域協議会のニーズを

マッチングさせ、相互にメリットの

ある活動が生まれるような仕組みを

構築し、市民と企業との協働を推進

する。（ＣＳＲの推進）

市民活動支援

課

商工振興課
○

(ｳ)行政機関への手

続き支援

慣れない国県等補助金の申請手続き

や税務署等の行政機関への各種手続

きについては側面的な支援を行う。

市民活動支援

課
◎

(ｱ)事務運営マニュ

アルの整備

地域協議会を継続して活発化させていく

ために、事務手順や男女共同参画の視
点にたった運営マニュアルの内容を整

備する。

・会計処理マニュアル

・広報啓発マニュアル

・施設管理マニュアルなど

市民活動支援

課
○ ◎

(ｲ)地域リーダー養

成研修会の実施

事務局運営に必要な会計処理や広報活

動などのノウハウを養ってもらうために、

各種研修会を実施する。

市民活動支援

課

住民主体のま
ちづくり強化

所管課
実施スケジュール（いつまで）

コミュニティ
範域の設定

人材の発掘・
養成

関係機関との
連携

 
※①「△」・・・調査、検討、準備の場合、②「○」・・・一部実施、試行の場合 

③「◎」・・・実施、達成、終了の場合、④「→」・・・継続して推進する場合 

⑤「◎→」・・実施後、引き続き推進の場合 
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施　策 推進項目 実施内容

（なにを） （どのような） （どうやって） H27 H28 H29 H30 H31

(ｱ)地域住民による

計画づくり

地域のまちづくりについて、住民が

主体となって、計画の策定を推進す
る。

市民活動支援

課
△ ○ ○ ○ ◎

(ｲ)目標設定による
進行管理

まちづくり計画策定後、当該計画に
沿った地域活動の実施を支援する。

市民活動支援

課 ○ ○ ◎

(ｳ)まちづくり計画

策定支援

地域協議会が主体となってまちづく

り計画を策定する際、必要な経費を

助成したり、担当職員を配置するな
ど側面から支援を行う。

市民活動支援
課 ○ ○ ○ ○ ◎

(ｱ)全国市長会市民

総合賠償補償保険

の周知

市が加入している全国市長会市民総合

賠償補償保険を市民に広く周知する。

市民活動支援

課

財政課
○ ◎

(ｲ)公益活動に対す

る保険制度の検討

公益活動中の万が一の事故に備えるた

め、保険制度の創設を検討し、安心して
公益活動に参加できる環境づくりを行

う。

市民活動支援

課 △

市民活動保険
制度

まちづくり計
画の策定

所管課
実施スケジュール（いつまで）

 

 

地域協議会で行った活動や会議での決定事項などは積極的に情報を公開すること

はもちろんのこと、多くの住民の皆さんから意見や提案を受けることができるよう拠

点施設に「意見箱」の設置を行ったり、イベント時には、アンケートを行うなどさま

ざまな方法を活用して、地域住民から日ごろ感じていることを広く聞くような仕組み

について、市は地域協議会と一緒になって考えていきます。また、地域のリーダーや

活動の担い手となる人材を対象に、それぞれの活動の継続性や自立性を高め、事業の

活性化を図るための研修機会の充実を図っていきます。 

特に、これからは、自分たちの住む地域について、基本的な情報を調べ、地域の目

指すべき姿（目標）や地域課題を抽出し、その解決方法や、道筋などについて、地域

住民が自ら考えて取りまとめる「まちづくり計画」の策定が必要になります。 

策定にあたっては、たくさんの住民が参加しながら協議すると一体感の醸成が期待

できるため、参加しやすい環境が整うよう配慮しながら進めます。 

企業やＮＰＯ・ボランティア団体が持つノウハウや経験をうまく活用することで地

域コミュニティの活性化が期待できるため、研修会等では地域協議会だけでなく、Ｎ

ＰＯ・ボランティア団体と連携する場を設けていきます。 

さらに地域協議会主催による公益的な活動中に不測の事故が発生した場合、賠償・

補償に最低限の見舞金を支給できるなど、安心して地域活動に参加できる環境を整え

ていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくり計画の 

策定支援 

企業・ＮＰＯとの 

連携支援 

市民活動保険 

制度の検討 
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第６ 協働意識の醸成 
 

施　策 推進項目 実施内容

（なにを） （どのような） （どうやって） H27 H28 H29 H30 H31

(ｱ)市民目線の行財

政改革の推進

第二次行財政改革実施計画（H23年度

～H27年度）においては、生活者であ

る市民の立場から、そのニーズに応
じて施策を講ずる「市民目線」の考

え方を市政運営に取り入れるととも

に、さらに市民と行政の情報の共有

を進め、市民協働の推進を支える仕

組みづくりを進めていく。第三次行

財政改革実施計画（H28年度～H32年
度）においても、その考え方を引き

継いでいく。

行政改革課

(ｲ)行財政改革の進

捗状況の公表

行財政改革実施計画の進捗状況等に

ついて、広報紙やホームページ等に

より公表する。
行政改革課

(ｳ)外部評価の実施 市民の視点で、市が実施している事

務事業を評価・検証し、再編整理し

ていくことにより、予算等の効率

的・効果的な活用を図る。また、行

政評価（ＰＤＣＡサイクル）の確立
や市政に関する透明性の向上（事務

事業に対する行政の説明責任の徹

底、職員の更なる意識改革）を推進

し、行政運営全体の改革に結びつけ

ていく。

行政改革課

民間委託等事業 (ｱ)指定管理者制度

の導入

多様化する住民ニーズに、より効果

的かつ効率的に対応するため、公の

施設の管理に民間の能力やノウハウ

を幅広く活用しつつ、住民サービス

の向上を図るとともに、経費の節減
等を図る。

行政改革課

該当課

(ｲ)窓口業務等の民

間委託の推進

市で行っている窓口業務等につい

て、民間のノウハウを活用すること

により、より質の高い公共サービス

の提供と経費の節減を図る。

行政改革課 ○

パートナー
シップ協定の
締結

(ｱ)パートナーシップ

協定の履行

地域協議会と市は対等なパートナーとし

て締結したパートナーシップ協定の中身

についてそれぞれ履行確認を行う。
市民活動支援

課

(ｱ)機運を高める 条例制定の必要性・有効性につい
て、啓発を行い、住民の機運を高め

る。

市民活動支援
課

◎

(ｲ)住民参加型の整

備

条例の制定にあたっては、多くの住

民に参画してもらいながら進める。
市民活動支援
課 ◎

(ｳ)条例の制定 住民参加や住民との協働の仕組みを

整えるためのものとして、住民の自

治に関する条例を制定する。

市民活動支援
課

△ △ △ ◎

(ｱ)自治意識と相互

扶助の啓発

まちづくりへの意識を高めるため、

地域協議会主催の講演会等の開催や
コミュニティセンターにおける市民

協働関連資料の配置や協議会だより

等、広報活動の充実を行うなど自治

意識の向上を図れるよう支援を行

う。

市民活動支援

課

該当課
◎

(ｲ)伝統文化の継承

発展と世代間交流

地域の伝統・文化を子ども達に継承

していくことができるよう子ども達
と積極的な交流が図れるよう支援を

行う。

市民活動支援

課
文化まちづく

り課

協働によるま
ちづくりに関
する条例の制
定

所管課
実施スケジュール（いつまで）

住民意識の高
揚

行財政改革推
進事業
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地方分権という大きな流れの中で、さらに時代の変化に対応した自己決定、自己責

任に基づき、住民一人ひとりが自ら考え行動する住民自治のまちづくりが求められて

います。 

そのことから、本市におけるまちづくりの理念や方向性、住民・行政・議会の役割

を明確にし、住民自治によるまちづくりを推進するための基本的な原則を定め、各地

域の特性に応じた地域力の向上を図るとともに、住民が等しく尊重され、安心して暮

らすことができる地域社会を創り上げていくことを目的に、協働によるまちづくりに

関する条例の制定を目指します。 

また、更なる自治意識の高揚、住民の共通理解を図ることや協働の手法や知識を学

ぶため、講演会やセミナー等、効果的な啓発を継続的に開催していきます。 

 

 

    協働によるまちづくり     協働に関する講演会等の開催 

に関する条例の制定 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治の必要性や協働について理解

を深めるため、住民の方を対象とした

講演会や研修会を開催していきます。 

多くの住民の皆さんが条例制

定に参画できるよう工夫します。 
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第７ 情報共有の推進 
 

施　策 推進項目 実施内容

（なにを） （どのような） （どうやって） H27 H28 H29 H30 H31

(ｱ)情報交換会の開

催

各地域協議会の情報を発表し、お互

いに共有することで、自治意識の向

上につなげるとともに、各地域協議
会間の連携強化や地域のまちづくり

につながるよう開催していく。

市民活動支援

課

(ｲ)地域協議会連絡

会議（仮称）によ

る情報共有化

地域協議会間の情報共有、連携促進

を図るため、地域協議会の会長等に

よる連絡会議を設置し、それぞれの

地域が抱える共通課題の解決に向け
ての協議や先進的な取り組み事例等

の情報共有を推進する。

また、行政からの情報提供や行政施

策の提案等を行い、市と地域協議会

との情報の共有化を図る。

市民活動支援
課 ◎

(ｱ)住民説明会の実

施

後期計画の推進にあたり、適宜、住

民説明会を実施し、地域住民に意見

を求めながら推進する。

市民活動支援

課

(ｲ)出前講座の充実 市が行う事業や施策に関して積極的

に出向いて説明を行うことで、住民

の市政に対する理解と関心をより深
めるとともに、広く住民の意見を伺

う機会とする。

広報広聴課

(ｳ)まちづくり活動

支援ガイドブック

市で行っている助成金や補助金、物

品支給など各種団体への活動支援と
して提供している項目を一覧にまと

めた情報ガイドブックを作成する。

市民活動支援

課
△ ◎

(ｴ)情報公開と透明
性の確保

地域のまちづくりに関する情報を積
極的に公開する。 該当課

(ｱ)地域情報の発信 協議会だより等を通じ、地域に関す

る様々な情報の提供を行うことによ

り、地域への関心と参加意識の醸成
を図る。

市民活動支援

課

(ｲ)広報紙、ケーブ
ルテレビ、ホーム

ページ、FMやつし

ろの活用

広報紙・ケーブルテレビ・ホーム
ページ・FMやつしろを通じて、市政

や生活にかかる大切な情報を広く提

供し、市民参画の向上に努める。

広報広聴課

(ｳ)ＳＮＳの活用 地域のまちづくり情報を積極的に公開

し、参加の呼び掛けや自治意識の高揚

を図ることができるよう環境の整備を行

う。

市民活動支援

課 ○

(ｴ)パブリシティの

推進

新聞、テレビ、ラジオなど報道機関

に情報を提供し、記事やニュースな

どに取り上げられることによって、

より効果的な広報を行う。

市民活動支援
課

○

(ｵ)地域協議会ホー
ムページ等の運用

地域で独自に作成した地域協議会専用
のホームページ等については、市のホー

ムページにリンク等ができるようにする。

市民活動支援
課

○

広聴活動の充
実

(ｱ)市長への手紙等

の活用

手紙・メールの受付や住民との対話

交流など、引き続き広聴活動の充実

に取り組んでいく。
広報広聴課

地域情報の提
供

所管課
実施スケジュール（いつまで）

行政情報の提
供

広報活動の充
実
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地域協議会は、さまざまな役割を担う組織として期待されています。しかし、現状

では「よその地域協議会はどんなことをしているのか？」「行政は地域に何を求めて

いるのか？」など、地域協議会に入ってくる情報が十分ではありません。そこで、運

営に携わっている方々の不安を解消し、地域間の情報を得るための情報交換会を開催

していきます。 

また、市では、まちづくりに関して、行政⇔地域協議会⇔地域がお互いに情報を共

有することや連絡調整を図ることを目的とする「地域協議会連絡会議（仮称）」を設

置し、情報共有の推進を強化していきます。 

市からの情報については、住民説明会の実施や出前講座、広報紙、ＦＭやつしろ、

ケーブルテレビ等を活用しながら提供していきます。併せて、地域協議会からの情報

も、世代を問わず、多くの住民に発信していけるよう、ホームページやケーブルテレ

ビなど、いろいろな媒体を利活用できるように助言していきます。 

さらに、地域住民に密着している活動をより充実した内容で伝えることができるよ

う、広報研修会を実施し、地域住民への住民自治によるまちづくりを周知・啓発につ

なげていきます。 

 

 

    情報交換会の開催         住民説明会の実施 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広報活動の充実支援 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各地域協議会の情報を発表し、

お互いに共有することで、自治意

識の向上につなげていきます。 

まちづくりに関する住民説明

会を開催していきます。 

地域住民への参加の周知や地域協議会の活動を広く知ってもらうためには、協

議会だより等の発行が有効となります。読まれる特集の企画、文章の書き方、掲

載写真の撮影方法、紙面編集のノウハウなど学べるための実務研修を実施しま

す。 
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  Ⅳ  資料編                          

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

加
た

っ
て
、
語

っ
て
、
協
働
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り 

（１）協働の領域と責任 

（２）協働を進める上での基本原則 

（3）新たな住民自治組織の確立 

１．信頼される行政運営

２．協働事業の推進 

３．役割の明確化 

住民と行政の信頼関係（相互理解）を深め、それぞれ果すべき役割と責任を自覚し、

相互に補完し、協力しあう関係を築く 

４．情報の共有

５．啓発の促進

それぞれの地域における総合的なまちづくり推進のための住民自治組織を確立する 

 

６．組織の確立 

７．施設の整備 

８．自主運営の促進 

９．権限・財源の移譲 

■住民と行政の共通目標 「住民自治によるまちづくり基本指針」

やすらぎと活力にみちた 魅力かがやく 元気都市 “やつしろ”

■求同存異の原則  ■情報共有の原則  ■対等性の原則

■目標共有の原則  ■自主性・自律性の原則 

 

※求同存異の原則：共通認識を高めながら、異なる意見をお互いに尊重し、協働作業を進めること 

※情報共有の原則：それぞれが積極的に情報を提供し、情報の共有や透明性の確保に努めること 

※対等性の原則：お互いが対等という関係に心がけ新たな公共空間を担うパートナーとして意識を持つこと 

※目標共有の原則：地域のまちづくり目標が達成できるようお互いが目標を共有すること 

※自主性・自律性の原則：自己決定・自己責任の活動を理解・尊重し自律化を進めること 
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協働事業抽出資料 
 

【計画書の見方】

「実施スケジュール」欄に示している記号の意味は下記のとおりです。

① 「△」・・・調査、検討、準備の場合

② 「○」・・・一部実施、試行の場合

③ 「◎」・・・実施、達成、終了の場合

④ 「→」・・・継続して推進する場合

⑤ 「◎→」・・・実施後、引き続き推進の場合

※　★印は７つの重点施策に位置付けている施策です。

１．信頼される行政運営

施　策 推進項目 実施内容

（なにを） （どのような） （どうやって） H27 H28 H29 H30 H31

１ 市民参加によ
る開かれた行
政運営

(1) 総合計画の推進 (ｱ)総合計画の進行

管理

総合計画の進行管理及び検証にあ

たっては、市民の幅広い意見聴取に

努め、また、パブリックコメント等

を行うことにより市民参画を図って

いく。

企画政策課

(2) 財政運営健全化事

業

(ｱ)予算編成情報・

財政状況の情報提

供

・当初予算、補正予算及び決算につ

いての概要を公表する。

・企業会計方式の財務諸表（バラン

スシートなど）を作成し公表する。
財政課

(3) 地域情報化推進事

業

(ｱ)地域情報化計画

の推進

平成25年4月に策定された八代市地域

情報化計画の推進において、関係機

関・団体等との検討会を開催するな

ど積極的な連携を図る。 情報政策課

(4) 市民意見の反映 (ｱ)パブリックコメ
ント制度

「パブリックコメント制度」を確立
することにより、市民の多様な意見

を募集し、提出された意見を可能な

限り計画等に反映させていく。 企画政策課

(5) 監査事業 (ｱ)監査報告のホー

ムページの活用

市民との情報共有化を図る観点か

ら、市ホームページに監査結果を公

開し、情報提供に努める。 監査委員事務

局

番号 所管課
実施スケジュール（いつまで）
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施　策 推進項目 実施内容

（なにを） （どのような） （どうやって） H27 H28 H29 H30 H31

(6) 選挙啓発事業 (ｱ)投票率の向上 選挙啓発推進団体である明るい選挙

推進協議会の会員と一緒に、選挙日

の１週間前に多くの人が集まる商店

前等において、有権者へ啓発チラ

シ・物資の配布を行う。

選挙管理委員

会事務局

市政協力員により告示（公示）日前

から啓発ポスターを町内掲示板に掲

示してもらう。 選挙管理委員

会事務局

(7) 選挙事務 (ｱ)投票所における

投票管理者、投票

立会人としての職

務遂行

市政協力員、地域婦人会会員等によ

り、期日前投票所及び選挙日当日の

投票所において、投票管理者、投票

立会人としての管理執行事務にあ

たってもらう。

選挙管理委員

会事務局

(ｲ)投票所における

事務従事

一般公募により登録した投票事務補

助員を、選挙日当日の投票所におい

て受付事務にあたってもらう。 選挙管理委員

会事務局

(8) 国際化推進事業 (ｱ)国際理解と外国

人支援事業

市民主体の国際交流を推進するた

め、異文化交流の場としての国際理

解講座を開催し、国際的な相互理解

を図り、国際交流に関心の高い人材

の育成に努める。 秘書課

(ｲ)市民主体の国際

交流支援

市民や民間団体等が行う国際的な交

流活動に対して、表敬訪問の対応や

ホストファミリーの紹介などの支援

を行い、市民主体の国際交流を推進

する。

秘書課

(ｳ)国際交流事業補

助金制度

組織的かつ継続的に国際交流を行う

民間団体で市内に活動拠点を有し、

本市の国際交流の促進に寄与すると

認められるものに対して補助金を交

付し、市民主体の国際交流を推進す

る。

秘書課

(9) 北海市交流事業 (ｱ)情報提供 友好都市北海市との交流への理解が

広く得られるよう交流事業の状況を

市民に周知し、市民参加から市民主

体へと発展するよう支援する。 秘書課

番号 所管課
実施スケジュール（いつまで）
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八 代 市 

 

施　策 推進項目 実施内容

（なにを） （どのような） （どうやって） H27 H28 H29 H30 H31

２ 行財政改革の
推進

(ｱ)市民目線の行財

政改革の推進

第二次行財政改革実施計画（H23年度

～H27年度）においては、生活者であ

る市民の立場から、そのニーズに応
じて施策を講ずる「市民目線」の考

え方を市政運営に取り入れるととも

に、さらに市民と行政の情報の共有

を進め、市民協働の推進を支える仕

組みづくりを進めていく。第三次行

財政改革実施計画（H28年度～H32年

度）においても、その考え方を引き

継いでいく。

行政改革課

(ｲ)行財政改革の進

捗状況の公表

行財政改革実施計画の進捗状況等に

ついて、広報紙やホームページ等に

より公表する。 行政改革課

(ｳ)外部評価の実施 市民の視点で、市が実施している事

務事業を評価・検証し、再編整理し

ていくことにより、予算等の効率

的・効果的な活用を図る。また、行

政評価（ＰＤＣＡサイクル）の確立
や市政に関する透明性の向上（事務

事業に対する行政の説明責任の徹

底、職員の更なる意識改革）を推進

し、行政運営全体の改革に結びつけ

ていく。）

行政改革課

(2) ★民間委託等事業 (ｱ)指定管理者制度

の導入

多様化する住民ニーズに、より効果

的かつ効率的に対応するため、公の

施設の管理に民間の能力やノウハウ

を幅広く活用しつつ、住民サービス

の向上を図るとともに、経費の節減

等を図る。

行政改革課

該当課

(ｲ)窓口業務等の民

間委託の推進

市で行っている窓口業務等につい

て、民間のノウハウを活用すること

により、より質の高い公共サービス

の提供と経費の節減を図る。

行政改革課 ○

★行財政改革推進

事業

(1)

番号 所管課
実施スケジュール（いつまで）
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八 代 市 

 

２ 協働事業の推進

施　策 推進項目 実施内容

（なにを） （どのような） （どうやって） H27 H28 H29 H30 H31

1 誰もがいきい
きと暮らすま
ち

(ｱ)人権セミナーの

開催

八代市人権問題啓発推進協議会にお

いて、協議会員である各種団体に運

営等へ参画してもらい、人権同和問

題に関するセミナーを住民を対象に

企画し開催する。
人権政策課

(ｲ)人権子ども集

会・フェスティバ

ルinやつしろの開

催

あらゆる人権問題を身近に考える機

会として、地域住民・学校・団体に

参画してもらい、ステージ発表・バ

ザー・展示等を開催する。
人権政策課

(ｳ)情報誌発行 人権啓発センターを主に、センター

だよりの発行や様々な広報媒体を利

用し、地域住民に情報提供を図る。 人権政策課

(ｴ)人権啓発セン

ターの機能充実

八代地域における人権教育・啓発の

総合的・広域的な推進のための活

動・交流の拠点施設としてセンター

の機能充実を図る。 人権政策課

(ｱ)市民人権サポー

ター育成講座の開

催

地域における人権啓発・教育のリー

ダーを育成する講座を開催。
人権政策課

(ｲ)指導者育成セミ

ナーの開催

人権啓発・教育の推進役となる指導

者を育成する講座を開催し、受講者

には地域（校区）のリーダーとして

活動してもらう。

人権政策課

(ｱ)社会を明るくす

る運動の実施

企画、実施を八代地区保護司会と共

催で中高生を対象に行事を開催す

る。
人権政策課

(ｲ)青少年指導員の

活用

青少年指導員を対象に研修会等を開

催し、情報提供を行い、青少年の非

行防止や健全育成に地域で取り組ん

でもらうことを目的とする。 人権政策課

(4) 人権教育事業 (ｱ)社会教育におけ

る人権教育の推進

機会をとらえ人権学習会等を実施

し、人権意識の高揚を図り、人権の

まちづくりを推進する。
生涯学習課

人権センター事業

(3) 青少年健全育成事

業

(2)

番号 所管課
実施スケジュール（いつまで）

人権啓発事業(1)
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施　策 推進項目 実施内容

（なにを） （どのような） （どうやって） H27 H28 H29 H30 H31

(5) 男女共同参画啓発

事業

(ｱ)いっそＤＥフェ

スタの開催

男女共同参画社会づくりを推進する

ために開催している「いっそＤＥ

フェスタ」を市民団体に委託するこ

とにより、団体の自主的な企画・実

施を導入し、広がりのあるイベント

とする。

人権政策課

(ｲ)情報誌発行 市民団体、公募による編集委員を委

嘱して、情報誌を作成、発行する。 人権政策課

(6) 男女共同参画推進

事業

(ｱ)セミナー開催 あらゆる分野で活躍できる人材を育

成するためのセミナーを、企画等の

一部を民間に委託し、協働により開

催する。
人権政策課

(7) 市民活動啓発事業 (ｱ)市民活動促進に

関するセミナー等

の開催

ネットワークづくりの促進や、まち

づくりを支える人材の育成などを目

的としたセミナー等を開催する。
市民活動支援

課 ◎

(ｲ)市民活動情報の

発信

市民活動団体の活動を広く紹介し、

参加を促すとともに、団体間の連携

を図る。
市民活動支援

課 ◎

(8) 予防接種事業 (ｱ)予防接種の広

報・勧奨を行い接

種率を高める。

予防接種と子どもの健康の配布、市

報掲載、はがき勧奨、学校、保育園

等を通じてのお知らせの配布等積極

的に行っている。

はつらつ健康

課

(9) 健康づくり啓発事

業

(ｱ)ふれあいフェス

タの開催（社会福

祉協議会との共

催）

市民や健康づくり団体等の協議によ

り健康フェスタを開催する。

はつらつ健康

課

(10) やつしろ歯の祭典 (ｱ)歯科医師会との

共催

歯と口の健康週間の一環として、八

代歯科医師会等関係団体と協力し

て、歯の健康づくりを推進する。 はつらつ健康

課

(11) 地域健康づくりの

推進

(ｱ)地域健康づくり

の推進、拡充及び

活動への補助

地域健康づくり連絡会を開催し、地

域と一体となった健康づくりを実施

する。

はつらつ健康

課

(12) 食生活改善推進事

業

(ｱ)ボランティア

（ヘルスメイト）

の育成と活動の拡

大

食生活改善推進員を養成し、食生活

改善による健康づくりを普及啓発す

る。
はつらつ健康

課

(13) 母子保健推進事業 (ｱ)各種母子保健事

業を実施し、母子

の健康増進を図る

広報や、家庭訪問等を通じて、確実

な母子保健事業を提供するととも

に、母子保健や子育て支援関係者と

のネットワークを構築し、相談や指

導が必要なケースを迅速に把握し、

的確に対応する。

はつらつ健康

課

(14) 救急医療対策事業 (ｱ)救急医療に関

し、市民の視点に

立って評価を行

う。

八代保健所が主宰する八代地域保健

医療推進協議会救急医療専門部会等

を通じ市民が安心できる救急医療の

実現を図る。

健康福祉政策

課

番号 所管課
実施スケジュール（いつまで）
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施　策 推進項目 実施内容

（なにを） （どのような） （どうやって） H27 H28 H29 H30 H31

(15) ショッピングセンター２階に事務局

を開設した同事業の運営を子育て

サークルに委託し、子育て当事者の

視点に立ったきめ細かい支援を実施

する。

こども未来課

地域において育児の援助を受けたい

人と行いたい人とが会員となり、育

児について助け合う同事業を促進す

る。

こども未来課

(16) 児童虐待防止事業 (ｱ)要保護児童を取

り巻く地域の関係

機関等との連携

要保護児童対策地域協議会を核とし

て、関係機関と連携、協力し要保護

児童の早期発見、早期対応に努め

る。

こども未来課

(17) 子ども・子育て支

援事業計画の推進

(ｱ)子ども・子育て

支援事業計画の推

進及び評価

平成27年度から5年間を1期とする事

業計画を推進し、子ども・子育て会

議により実施状況の調査審議、評

価、見直し等を行う。

こども未来課 ◎

(18) 放課後児童健全育

成事業

(ｱ)保護者が仕事等

により昼間家庭に

いない小学校低学

年児童への適切な

遊び及び生活の場

の提供

保護者会等民間団体へ事業の運営委

託を行い、地域における子育て支援

を推進する。

こども未来課

(19) ひとり親家庭等日

常生活支援事業

(ｱ)一時的に日常生

活に支障が生じた

場合や生活に不安

定な場合のひとり

親家庭に対し家庭

生活支援員を派遣

母子寡婦福祉連合会へ事業の運営委

託を行い、ひとり親家庭の視点に

立ったきめ細かい支援を実施する。

こども未来課

(20) つどいの広場事業

（こどもプラザ

分）

(ｱ)子育て親子が気

軽に集い、相互に

交流を図る常設の

場の開設

ショッピングセンター２階に開設し

た同事業の運営を子育てサークルに

委託し、子育て当事者の視点に立っ

たきめ細かい支援を実施する。 こども未来課

(21) 地域子育て支援セ

ンター事業

(ｱ)地域の子育て家

庭に対する育児支

援

育児講座や育児相談、一時保育、情

報提供などを通して、子育てを支援

する。
こども未来課

(22) 私立保育所等保育

委託事業

(ｱ)家庭での保育に

欠ける児童の保育

を、私立保育所に

委託して実施

市は私立保育所等の設置者と、設置

者は入所児童の保護者等と連携・協

力しながら、よりよい保育の実施に

取り組む。 こども未来課

所管課
実施スケジュール（いつまで）

ファミリー・サ

ポート・センター

事業

(ｱ)会員の募集及び

育児の援助活動の

促進

番号
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(23) 公立保育所運営事

業

(ｱ)家庭での保育に

欠ける児童の保育

を、公立保育所に

おいて実施

入所児童の保護者等と連携・協力し

ながら、よりよい保育の実施に取り

組む。 こども未来課

(24) 管外公立保育委託

事業

(ｱ)家庭での保育に

欠ける児童の保育

を、市外の公立保

育所に委託して実

施

市は市外公立保育所の設置者と、設

置者は入所児童の保護者等と連携・

協力しながら、よりよい保育の実施

に取り組む。
こども未来課

(25) 地域福祉計画の推

進

(ｱ)地域福祉活動の

推進

・人材育成

・組織、団体の支

援

社会福祉協議会をはじめとする市

民、福祉関連事業所、ＮＰＯ、ボラ

ンティア団体など、地域福祉の活動

主体と相互に連携を図りながら、一

体的に地域福祉活動を推進する。
健康福祉政策

課

(26) 民生児童委員関係

事業

(ｱ)民生委員活動経

費等

民生委員・児童委員は地域の中で福

祉に関する相談や支援を行う重要な

役割を担う地域福祉の中心的人材で

あるため、民生委員の活動支援を通

じて住民福祉の向上を図る。
健康福祉政策

課

(27) 障がい者計画の推

進

(ｱ)障がい者計画の

策定及び計画実施

に対する評価

医療機関や福祉関係団体等の代表者

で構成する策定評価委員会における

第２期計画（H24～H28）の評価、第

３期計画（H29～H33）の策定及び評

価により、障がい福祉の推進を図

る。また、策定にあたっては障がい

者等へのヒアリングやパブリックコ

メント等の実施により幅広い意見聴

取に努める。

障がい者支援

課

(28) 障がい者社会参加

促進事業

(ｱ)障がい者スポー

ツ大会開催

障がい者スポーツ大会の開催によ

り、ボランティアやスポーツ推進員

等の協力を得て、スポーツを通じた

障がい者の社会参加促進に寄与する

と共に、市民の障がいに対する理解

を深める場とする。

障がい者支援

課
◎

(29) 相談支援事業 (ｱ)障がい者支援協

議会の設置

地域の障がい福祉に関する中核的な

役割を果たす協議の場である協議会
に、専門家だけでなく、障がい当事

者やその家族に参加いただき、事業

の評価・見直し等を進めていく。
障がい者支援

課
◎

(30) 災害時要援護者避

難支援計画

(ｱ)個別計画 災害時に支援が必要な要援護者につ

いて個別計画を策定する。
障がい者支援

課

長寿支援課

健康福祉政策

課

番号 所管課
実施スケジュール（いつまで）
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(31) 介護保険事業計画

等策定・評価審議

会

(ｱ)広報紙、ホーム

ページの活用及び

アンケート実施

平成30年～32年を事業運営期間とす

る第７期介護保険事業計画等を策定

するにあたり幅広く利用者等の意見

を反映させるためH28年度にアンケー

ト等を実施するとともに住民代表が

参画している介護保険事業計画等策

定審議会を平成29年度に５回程度開

催する。

長寿支援課

(32) 介護予防事業 (ｱ)ボランティア

（筋ベル会）の育

成と活動の拡大

住民（ボランティア）と行政が一緒

になって、高齢者筋力アップ体操を

普及することにより、高齢者の健康

増進と寝たきりの予防を図る。 長寿支援課 ◎

2 郷土を拓く人
を育むまち

(1) 教科指導及び教材

充実事業

(ｱ)総合的な学習の

時間をはじめ、特

色ある学校づくり

を推進

　各学校で行う総合的な学習の時間

において、地域住民の中から講師を

招聘し、環境問題や福祉問題等につ

いて講話をしてもらったり、自然体

験・農作業体験の講師をしてもらっ

ている。地域と学校をつなぐことを

推進している。

学校教育課

(2) 学校評議員事業 (ｱ)保護者や地域住

民などの教育に関

して理解や識見を

もつ方のうちから

校長が推薦し、教

育委員会が委嘱

し、校長の求めに

応じ、校長が行う

学校運営に関し、

意見を述べる

　保護者や地域住民の意見や意向を

聞いて、教育方針や計画などの決

定・実施に生かし、地域に期待され

る特色ある学校づくりを進めてい

く。

学校教育課

(3) 通学路等安全対策

事業

(ｱ)学校安全ボラン

ティアの組織化の

推進

各小学校区において、ＰＴＡ、老人

会などの協力を得ながら安全ボラン

ティアの組織化を推進し、登下校の

見守り活動の充実を図る。 学校教育課

(ｱ)子どもの体力向

上に係る実践活動

子どもの体力の現状や生活習慣の実

態を把握し、学校、家庭、地域が連

携し、子どもの体力向上を目指して

様々な活動を実践する。 学校教育課

(ｲ)食育に関する体

験活動

地元生産者やＪＡ等と連携し、土作

り、栽培、収穫から調理等を体験

し、食に対する喜びや感謝の念を持

たせる取組を推進する。 学校教育課

所管課
実施スケジュール（いつまで）

(4) 教育研究校推進事

業

番号
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(5) 不登校児童生徒の

適応指導事業

(ｱ)不登校児童生徒

に対する専門的な

適応指導の実施

専任の指導員を配置し、地域団体の

協力を得ながら、専門的な教育相

談、適応指導や自然、体験的活動を

実施し、学校、社会への適応力、自

立心を養成する。
学校教育課

(6) 青少年体験活動 (ｱ)さかもと青少年

センター等におい

て野外体験、宿泊

体験等を実施

各施設において地域団体の協力を得

て、地域の特性を活かした青少年の

自然体験活動を実施する。
生涯学習課 ◎

(7) 放課後子ども教室 (ｱ)住民等の協力を

得て学習活動、文

化活動、集団遊び

等を実施

小学校の空き教室等を利用して、地

域住民の協力を得ながら推進する。

生涯学習課 ◎

(8) 公民館活動事業 (ｱ)地域公民館講座 H28年度以降はコミュニティセンター

を利用し、学校、家庭及び地域社会

と連携して、地域に密着した活動を

推進する。 生涯学習課 ◎

(9) 生涯学習推進事業 (ｱ)家庭教育学級、

婦人学級、高齢者

教室等生涯各期に

おける学習支援

ニーズに応じた講座を企画立案し、

多様な学習機会の提供に努める。

生涯学習課 ◎

(10) 地域スポーツ振興

事業

(ｱ)総合型地域ス

ポーツクラブの設

立

地域スポーツ活動を推進するため

に、地域住民主体の総合型地域ス

ポーツクラブを育成し、その運営を

支援する。
いきいきス

ポーツ課
◎

(11) 生涯スポーツ活動

推進事業

(ｱ)市民体育祭の開

催

各競技種目を各校区対抗による競い

合う中央大会、各校区における地域

住民が参加する校区民体育祭、

ニュースポーツの普及を目的とした

ニュースポーツ大会を開催し、ス

ポーツの必要性の啓発を図る。

いきいきス

ポーツ課 ◎

(12) スポーツ施設管理

運営事業

(ｱ)多様化する利用

者のニーズに対応

スポーツ施設利用者と意見交換を行

い、事業の見直しを行っていく。
いきいきス

ポーツ課 ◎

スポーツ施設利用者と意見交換を行

い、事業の見直しを行っていく。 いきいきス

ポーツ課 ◎

インターネット上で施設の利用予約

が出来るようにする。 いきいきス

ポーツ課 ◎

番号 所管課
実施スケジュール（いつまで）

(ｱ)施設利用予約の

利便性の向上

(13) スポーツ施設予約

案内システム運営

事業
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(14) 八代市文化振興計

画の推進

(ｱ)各文化施策の進

行管理

市民で構成する「文化振興懇話会」

にて計画の進行管理等を行う。 文化まちづく

り課

(15) 文化団体助成金 (ｱ)文化団体の活動

支援

文化団体への補助や全国大会等への

参加に対しての補助を行う。 文化まちづく

り課

(16) 文化財保護委員会

費

(ｱ)適切な文化財保

護の推進

八代市文化財保護委員会設置条例に

基づき、文化財の指定や保護につい

て文化財保護委員会に年２回程度の

諮問を行う。
文化まちづく

り課

(17) 指定文化財保存管

理事業

（ア）各種文化財

の保存・活用

指定文化財の管理委託や修理等への

補助を行うことにより、文化財を末

永く守り伝えていこうという市民の

意識を啓発する。文化財を活用し、

保護団体自らが主体的に保存、継承

に取り組む事業を支援する。

文化まちづく

り課

(18) 伝統文化財保存事

業

(ｱ)伝統文化財の保

存・継承・活用

八代妙見祭の神幸行事に参加する保

存団体への支援を行い、行列整備を

進めるとともに、広く市民が参加で

きる体制づくりを進める。
文化まちづく

り課

(19) 文化行事の開催 (ｱ)各種文化の振興 文化団体の自主的な活動発表の場と

市民が芸術文化に触れる機会を作

る。 文化まちづく

り課

(20) 文化財保護啓発事

業

(ｱ)市民の文化財保

護への意識啓発

本市の歴史、文化財の特色を市民に

周知し、文化財保護への理解と協力

を得るため、講座、史跡めぐり、標

識設置等の諸施策を行う。
文化まちづく

り課

(21) 文化財建造物調査

事業

(ｱ)市民の文化財へ

の関心を高める

国登録文化財候補の建造物選定を進

めることで、文化財の価値を高め、

市民の文化財への関心を高めること

を目指す。

文化まちづく

り課

(22) 特別展覧会事業 (ｱ)歴史や美術に関

するすぐれた資

料・作品の展示公

開ならびに講演会

活動

博物館の外郭団体である八代市立博

物館友の会の会報に詳しい作品解説

や利用案内を掲載するなどしなが

ら、友の会員（市民）と協働しつ

つ、幅広い広報活動に努める。
博物館

(23) 読書活動運営事業 (ｱ)ボランティアと

協働による行事の

実施や、図書館

サービスの提供

おはなし会や赤ちゃんハッピーブッ

ク事業などの各種行事や図書の整

理、利用者への案内をはじめとする

業務において、ボランティアと協働

し、読書活動の推進を図る。
図書館

番号 所管課
実施スケジュール（いつまで）
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3 安全で快適に
暮らせるまち

(1) 都市計画推進事業 (ｱ)都市計画審議会 都市計画審議会に市民の委員（３

名）を選任し運営している。
都市政策課

(2) 市営住宅ストック

総合改善事業

(ｱ)住民への周知、

説明

工事内容、その影響等について周知

又は事前説明を行い、入居者及び地

域住民の意見・要望を踏まえ、住宅

ストックの改善を進める。 建築住宅課

(3) 道路整備事業

道路維持事業

橋梁整備事業

都市下水路整備事

業

河川改修事業

(ｱ)公共工事への理

解と協力

事業にあたっては、工事説明会など

を通じ地元とよく話し合いを行い、

工事に対する理解と協力を求める。
土木建設課

土木管理課

(4) 土地区画整理審議

会の開催

(ｱ)八千把地区土地

区画整理事業

　土地区画整理事業は土地区画整理

法の規定にのっとり業務を行ってい

る。したがって場合によっては、地

権者の意見が反映されにくいことも

ある。土地区画整理事業では地権者

の中から審議員を選出することと

なっている。これは施行者である八

代市が特定の行為を行う場合、地権

者の代表である審議員に事前に諮問

をすることになっているためであ

る。ここで審議員から出る意見は市

民の目線、立場に立ったものであ

り、施行者として、十分に話を聞く

必要がある。

区画整理課

(5) 下水道施設整備事

業

下水道工事への理

解と協力

工事にあたっては地元説明会などを

通して、事業の大切さを住民の方へ

十分に説明を行い、工事期間中の住

民への様々な影響に対して、理解と

協力を求めていく。
下水道建設課

(6) 交通安全啓発事業 (ｱ)交通ルールの遵

守と交通安全意識

の高揚

老人会や交通安全母の会等と連携し

て進める。

全国交通安全運動などのイベント時

における街頭での交通安全広報啓発

や交通安全研修研修を老人会や交通

安全母の会等と連携して進める。

防災安全課

(7) 防犯団体支援事業 (ｱ)地域防犯団体に

よる安心・安全な

街づくりの推進

地域防犯団体への支援として、情報

提供や連絡調整を行う。

地域防犯団体への支援として、防犯

研修会を実施し、情報提供や連絡調

整を行う。
防災安全課

番号 所管課
実施スケジュール（いつまで）
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(ｱ)住民参加型防災

訓練の実施

総合防災訓練への

参加

住民参加型防災訓練及び総合防災

（国民保護）訓練に、自主防災組

織、消防団、地域住民に参加しても

らい、防災意識の高揚及び防災力の

充実に努める。 防災安全課

(ｲ)自主防災組織の

結成促進

自主防災会連絡協

議会の運営

地域防災（国民保護）に関する出前

講座を開催し、災害時における自

助、共助の重要性を認識してもら

い、結成促進を図る。

また、自主防災会連絡協議会を開催

し、研修会や情報交換により災害へ
の対応能力の向上に努める。

防災安全課

(ｳ)避難行動要支援

者の避難支援

高齢者や障害者などの災害時におけ

る避難支援を、市政協力員、民生委

員、自主防災組織及び消防団などに

よって、迅速に実施できる体制作り

を行う。

防災安全課

(9) 防災対策事業 (ｱ)災害時の応急活

動

災害時における応急給水・管路復旧等

については、管工事業協同組合(水道関

係団体)と結んでいる協定に基づき、応

急活動を円滑に遂行する。 水道局

(10) 身近な相談員育成

事業

(ｱ)消費者被害見守

りネットワークの

構築

高齢者等の消費者被害の未然防止と

早期救済を図るため、地域の見守り

を強化する。 市民活動支援

課

(11) 消費者意識啓発の

推進

(ｱ)消費者教育の推

進

青少年期からの消費者教育を強化す

る。

市民活動支援

課

(ｲ)消費生活に関す

る情報提供

高齢者被害をはじめ、相談情報を発

信し、被害の未然防止に努める。

市民活動支援

課

4 豊かさとにぎ
わいのあるま
ち

(1) 担い手育成事業 (ｱ)地域農業の担い

手を育成

地域担い手育成関連のソフト事業及

びハード事業の実施にあたっては、

地元農業者と協議を行いながら進め

る。 農業政策課

(2) 中山間地域振興事

業

(ｱ)中山間地が有す

る国土保全や保健

休養等の多面的機

能を維持する

中山間地域農業者主体による耕作放

棄の防止や水路・農道等の適正な管

理、都市住民との交流等の自主的活

動の推進を促す。 農業政策課

番号 所管課
実施スケジュール（いつまで）

防災意識の高揚及

び防災力の充実

(8)

 



 

住民自治によるまちづくり行動計画（後期）  49 

 

八 代 市 

 

施　策 推進項目 実施内容

（なにを） （どのような） （どうやって） H27 H28 H29 H30 H31

(3) 農業基盤整備事業 (ｱ)農道、用排水路

等の農業施設整備

の促進

農業生産の基盤となる農道、用排水

路等の整備について、計画段階から

農家及び地域住民への説明会を通

じ、広く意見を聴取し事業への反映

に取り組んでいる。
農地整備課

(4) 農地・水保全管理

支払交付金事業

(ｱ)地域ぐるみで行

う活動に対する助

言、指導（履行確

認等）や事業費の

間接的支援

地域の活動組織との連携を深め、迅

速かつ的確な指導・助言ができるよ

うな体制づくりを進める。（個人接

続のインターネットの活用等） 農地整備課

(5) 農業施設維持管理

事業

(ｱ)排水路等の農業

用施設の維持管理

等の取り組みにつ

いての支援。（樋

門及び排水ポンプ

維持管理費、浮草

防除等協議会への

助成等）

住民自治組織へ移管できる地域につ

いては移管し、その他は地元の意見

を聞くなどして、地域に応じた支援

を推進する。

農地整備課

(6) 湛水防除事業 (ｱ)市管理の排水機

場の維持管理

連絡網等を充実させ、運転委託先の

土地改良区及び運転手との連携を強

化し、緊急稼動施設としての更なる

信頼性の向上を図る。 農地整備課

(7) 栽培漁業振興事
業

(ｱ)クルマエビ、ヒ
ラメ、アユ等の放

流

各漁協と連携しながら稚魚や稚エ
ビ、稚貝等の放流を実施することに

より、栽培漁業の振興及び水産資源

の回復・増大を図る。 水産林務課

(8) 市内管理漁港維持

管理事業

(ｱ)漁港及び船溜り

の施設整備

市管理漁港及び管内の船溜りの施設

等の整備を推進することにより、漁

業者の就労環境の向上を図る。
水産林務課

(9) 水産物供給基盤機

能保全事業

(ｱ)漁港施設の老朽

化状況の診断及び

機能保全工事の実

施

老朽化が進む大鞘漁港及び植柳漁港

施設の機能診断を実施するととも

に、必要に応じて機能保全工事等を

実施することにより、漁港施設の長

寿命化を図る。

水産林務課

(10) 有害鳥獣被害対策

事業

(ｱ)シカ、イノシシ

及びカラス等によ

る農林産物の被害

の報告

平成24年度より、条例に基づく鳥獣

被害対策実施隊は、市の非常勤職員

として捕獲活動を行っている。

市民には被害が発生した際に、状況

の情報提供を行ってもらい、的確な

捕獲活動を図る。

水産林務課

所管課
実施スケジュール（いつまで）

番号
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八 代 市 

 

施　策 推進項目 実施内容

（なにを） （どのような） （どうやって） H27 H28 H29 H30 H31

(11) 林道整備事業 (ｱ)市民参加型の整

備

林道計画時に地権者・利用者・地域

住民に対して期成会や説明会を通し

て広く意見を聴取し、事業促進に反

映させる。 水産林務課 ◎

(12) 八代くま川祭り事

業

(ｱ)八代くま川祭り

振興会との連携

八代くま川祭りの開催に関し、内容

を協議する八代くま川祭り実行委員

会に市民が参画し、具体的なアイデ

アや意見の反映に努める。 商工振興課

(13) 全国花火競技大会

事業

(ｱ)やつしろ全国花

火競技大会実行委
員会との連携

やつしろ全国花火競技大会の開催に

関し、内容を協議するやつしろ全国
花火競技大会実行委員会に市民が参

画し、具体的なアイディアや意見の

反映に努める。
観光振興課

(14) 九州国際スリー

デーマーチ事業

(ｱ)九州国際スリー

デーマーチ実行委

員会の活用及び大

会参加者との連携

九州国際スリーデーマーチ開催に関

し、実行委員会及び大会に参加する

市民からの具体的なアイディアや意

見の反映に努める。 観光振興課

(15) 坂本ふるさとまつ

り事業

(ｱ)坂本ふるさとま

つりとの連携

内容を協議する坂本ふるさとまつり

運営委員会に市民が参画し、具体的

なアイディアや意見の反映に努める

とともに、当日８地区の各テント

で、自ら作ったぼたもち等の販売を

行う。

坂本支所

総務振興課

(16) せんちょうい草の

里まつり事業

(ｱ)せんちょうい草

の里まつり実行委

員会との連携

せんちょうい草の里まつり開催に関

し、内容を協議するせんちょうい草

の里まつり実行委員会に市民（各種

団体・機関の代表者）が参画し、イ

ベント等の具体的な内容、実施方

法、アイディアや意見の反映に努め

る。

千丁支所

総務振興課

(17) ふる郷愛鏡祭事業 (ｱ)ふる郷愛鏡祭実

行委員会との連携

ふる郷愛鏡祭を委託している「ふる

郷愛鏡祭実行委員会」を地元住民を

中心として企画運営してもらう。内

容は住民参加型で町おこしや地元特

産品を紹介する。

鏡支所総務振

興課
◎

(18) 東陽しょうが祭事

業

(ｱ)東陽しょうが祭

り運営委員会との

連携

東陽しょうが祭の開催に関し、内容

を協議する東陽しょうが祭り運営委

員会に市民が参画し、具体的なアイ

ディアや意見の反映に努める。
東陽支所

総務振興課

(19) 平家いずみお茶ま

つり

(ｱ)平家いずみお茶

まつり実行委員会

との連携

内容等を協議する平家いずみお茶ま

つり実行委員会に市民が参画し、具

体的なアイディアや意見の反映に努

める。

泉支所

総務振興課

番号 所管課
実施スケジュール（いつまで）
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八 代 市 

 

施　策 推進項目 実施内容

（なにを） （どのような） （どうやって） H27 H28 H29 H30 H31

(20) 中心市街地活性化

対策事業

(ｱ)まちなか活性化

協議会との連携

商店街活性化事業計画等各種事業の

推進のために、まちなか活性化協議

会が事業内容を検討し、具体的な事

業を実施する。 商工振興課

(ｱ)こども科学フェ

アの開催

より多くの子ども達等に参加しても

らい、ものづくり等への興味・関心

を深めていただくため、出展団体と

内容等を協議し、事業を展開してい

く。

商工振興課

(ｲ)八代市工業振興

協議会との連携

各種事業参加者へのアンケート調査

の実施と翌年度事業への反映
商工振興課

(22) サンライフ八代管

理運営事業

(ｱ)指定管理者によ

る事業の充実、施

設の適正な管理運

営を行う

利用者の要望を踏まえ、講座以外の

事業（施設見学、市の事業への参

加）を実施している。

商工振興課

(23) 働く婦人の家管理

運営事業

(ｱ)指定管理者によ

る事業の充実、施

設の適正な管理運

営を行う

利用者の要望を踏まえ、講座以外の

事業（市の事業への参加）

商工振興課

(24) 八代港ポートセー

ルス事業

(ｱ)荷主企業及び商

社訪問

八代港の振興策として、利用促進、

貿易振興に係る事業の推進により積

極的なポートセールス活動を展開す
る。

国際港湾振興

課 ◎

(25) 八代港振興事業 (ｲ)国・県などの関

係団体と連携

八代港港湾計画の早期実現に向けた

取組を進める。

国際港湾振興

課

(26) みなと八代フェス
ティバル事業

(ｱ)フェスティバル
の開催

八代港の周知及び海や港に親しみを
もってもらうとともに、港湾整備に

対する理解を深めることを目的に、

海事官公庁や港湾関係団体等と一体

でイベントを開催する。
国際港湾振興

課
◎

(27) クルーズ客船誘致

事業

(ｱ)旅行代理店及び

船会社訪問

八代港の賑わいづくりと寄港による

経済効果が高い為、クルーズツアー

を企画する旅行代理店や客船の船会

社を訪問し、寄港地として誘致活動

を展開する。

国際港湾振興

課 ◎

所管課
実施スケジュール（いつまで）

(21) 工業振興補助助成

事業

番号
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施　策 推進項目 実施内容

（なにを） （どのような） （どうやって） H27 H28 H29 H30 H31

5 人と自然が調
和するまち

(1) 環境学習推進事業 (ｱ)市民への環境学

習の推進

環境学習出前講座やこどもエコクラ

ブ事業を中心とした啓発活動を積極

的に展開する。 環境課

(2) 環境美化活動推進

事業

(ｱ)「きれいなまち

づくり協定」締結

団体への活動支援

協定締結団体に対し、清掃用具の貸

与等を行い、地域住民による美化活

動を支援。
環境課

(3) 環境パートナー

シップ推進事業

(ｱ)市民・市民団

体、事業者、市な

ど多様な主体の参

画・交流

八代市環境パートナーシップ会議を

開催し、各主体間の交流・情報交換

を図る。 環境課

(ｱ)生ごみ堆肥化容

器等の購入費用の

一部助成

生ごみ堆肥化容器・電気式生ごみ処

理機を購入する市民に購入費用の一

部（1/2で上限あり）を助成し、家庭

から出る生ごみの減量及びリサイク

ルを推進する。
ごみ対策課

(ｲ)一般廃棄物を多

量に排出する事業
所のごみ減量化推

進

多量に事業系一般廃棄物を排出する

事業所を指定し、廃棄物の処理計画
と実績の報告を義務付け、必要な指

導を行うことで、減量化を推進す

る。
ごみ対策課

(ｳ)段ボール箱を利

用した生ごみ堆肥

化の普及促進

段ボール箱を利用した生ごみ堆肥化

を普及させるための講習会などを実

施することで、市民活動型のごみの

減量化を推進する。 ごみ対策課

(ｴ)マイバッグキャ

ンペーンの実施

国、県などが実施するキャンペーン

のほか、年間を通じてレジ袋削減の

ための啓発活動を行う。
ごみ対策課

(ｵ)リサイクル推進

協力店の認定

資源物の回収拠点となることやレジ

袋の削減など、ごみの減量化に積極

的に取組む小売店をリサイクル推進

協力店に認定し、広報することで、

市民によるリサイクルやごみの減量

化を推進する。

ごみ対策課

(5) 廃棄物処理対策事

業

(ｱ)市民からの不法

投棄等の情報収集

日常生活の中で、発見した不法投

棄・野焼き等を市に通報するボラン

ティア監視員を公募・登録し、監視

活動の強化と不法投棄等の抑止強化

を図ると共に、市民の意識向上も図

る。

ごみ対策課

番号 所管課
実施スケジュール（いつまで）

(4) ごみ減量化対策事

業
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施　策 推進項目 実施内容

（なにを） （どのような） （どうやって） H27 H28 H29 H30 H31

(6) 敷川内環境整備事

業

(ｱ)敷川内環境保全

用地の除草業務

市が管理している敷川内環境保全用

地（不法投棄現場）の除草作業を地

元町内会に委託することにより、地

域と協働で周辺環境の保全を図る。
ごみ対策課

分別収集事業 (ｱ)分別品目の統

一・拡大を図る

資源の日の排出品目に不均衡が生じ

ているため、全市域において統一し

た分別収集を実施するとともに、プ

ラスチック製の製品などを新たに分

別品目に加えることで、住民サービ

スの公平性の確保と燃えるごみの減

量化とリサイクルの推進を図る。

ごみ対策課

(ｲ)分別指導員講習

会の実施

分別指導マニュアルを作成するとと

もに、資源の日の分別指導員を対象

とした講習会を実施し、指導員全員

が同じ認識の下に市民に分別指導が

できるよう、知識と意識の向上を図

る。

ごみ対策課

(8) ごみ収集管理事業 (ｱ)ごみ出し及び分

別ルールの啓発

　市民向けのごみ出しルールブック

を作成、全世帯に配布し、燃えるご

みの出し方、分別のルールの周知徹

底を図り、燃えるごみの減量化とリ

サイクルの推進を図る。

　また、市政協力員等（町内役員）

の勉強会を開催し、住民意識と整合

性を持った町内会運営が行なわれる

よう知識と意識の向上を図る。

ごみ対策課

(9) 資源物集積所巡回

指導事業

(ｱ)市職員による資

源物集積所巡回指

導の実施

　市職員全員を対象とした、燃える

ごみの減量及びリサイクルに関する

講習会を実施し、その後、市職員が

居住する校区・町内会等での巡回指

導を実施することで、市職員、町内

会、住民が一丸となった、燃えるご

みの減量とリサイクルの推進の意識

高揚を図る。

ごみ対策課

所管課
実施スケジュール（いつまで）

(7)

番号
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八 代 市 

 

 

３．役割の明確化

施　策 推進項目 実施内容

（なにを） （どのような） （どうやって） H27 H28 H29 H30 H31

1 ★パートナー
シップ協定の
締結

(ｱ)パートナーシップ

協定の履行確認

地域協議会と市は対等なパートナーとし

て締結したパートナーシップ協定につい

て履行確認を適宜行う。
市民活動支援

課

(ｱ)機運を高める 条例制定の必要性・有効性につい

て、啓発を行い、住民の機運を高め

る。

市民活動支援

課 ◎

(ｲ)市民参加型の整

備

条例の制定にあたっては、多くの住

民に参画してもらいながら進める。
市民活動支援

課 ◎

(ｳ)条例の制定 住民参加や住民との協働の仕組みを

整えるためのものとして、住民の自

治に関する条例を制定する。
市民活動支援

課 △ △ △ ◎

４．情報の共有
(ｱ)情報交換会の開

催

各地域協議会の情報を発表し、お互

いに共有することで、自治意識の向

上につなげるとともに、各地域協議

会間の連携強化や地域のまちづくり

につながるよう開催していく。

市民活動支援

課

(ｲ)地域協議会連絡

会議（仮称）によ
る情報共有化

地域協議会間の情報共有、連携促進

を図るため、地域協議会の会長等に
よる連絡会議を設置し、それぞれの

地域が抱える共通課題の解決に向け

ての協議や先進的な取り組み事例等

の情報共有を推進する。

また、行政からの情報提供や行政施

策の提案等を行い、市と地域協議会

との情報の共有化を図る。

市民活動支援

課
◎

(ｱ)住民説明会の実

施

後期計画の推進にあたり、適宜、住

民説明会を実施し、地域住民に意見

を求めながら推進する。

市民活動支援

課

(ｲ)出前講座の充実 市が行う事業や施策に関して積極的

に出向いて説明を行うことで、市民

の市政に対する理解と関心をより深

めるとともに、広く市民の意見を伺

う機会とする。

広報広聴課

(ｳ)まちづくり活動

支援ガイドブック

市で行っている助成金や補助金、物

品支給など各種団体への活動支援と

して提供している項目を一覧にまと

めた情報ガイドブックを作成する。
市民活動支援

課 △ ◎

(ｴ)情報公開と透明

性の確保

地域のまちづくりに関する情報を積

極的に公開する。 該当課

番号 所管課
実施スケジュール（いつまで）

2 ★協働による
まちづくりに
関する条例の
制定

★地域情報の
提供

1

2 ★行政情報の
提供
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八 代 市 

 

 

５．啓発の推進

施　策 推進項目 実施内容

（なにを） （どのような） （どうやって） H27 H28 H29 H30 H31

(ｱ)地域情報の発信 協議会だより等を通じ、地域に関す

る様々な情報の提供を行うことによ

り、地域への関心と参加意識の醸成

を図る。

市民活動支援

課

(ｲ)広報紙、ケーブ

ルテレビ、ホーム

ページ、FMやつし

ろの活用

広報紙・ケーブルテレビ・ホーム

ページ・FMやつしろを通じて、市政

や生活にかかる大切な情報を広く提

供し、市民参画の向上に努める。
広報広聴課

(ｳ)ＳＮＳの活用 地域のまちづくり情報を積極的に公開

し、参加の呼び掛けや自治意識の高揚

を図ることができるよう環境の整備を行

う。

市民活動支援

課 ○

(ｴ)パブリシティの

推進

新聞、テレビ、ラジオなど報道機関

に情報を提供し、記事やニュースな

どに取り上げられることによって、

より効果的な広報を行う。

市民活動支援

課
○

(ｵ)地域協議会ホー

ムページ等の運用

地域で独自に作成した地域協議会専用

のホームページ等については、市のホー
ムページにリンク等ができるようにする。

市民活動支援

課 ○

2 ★広聴活動の
充実

(ｱ)市民トークや市

長への手紙等の活

用

手紙・メールの受付や市民との対話

交流など、引き続き広聴活動の充実

に取り組んでいく。 広報広聴課

(ｱ)自治意識と相互

扶助の啓発

まちづくりへの意識を高めるため、

地域協議会主催の講演会等の開催や

コミュニティセンターにおける市民

協働関連資料の配置や協議会だより

等、広報活動の充実を行うなど自治

意識の向上を図れるよう支援を行

う。

市民活動支援

課

該当課
◎

(ｲ)伝統文化の継承

発展と世代間交流

地域の伝統・文化を子ども達に継承

していくことができるよう子ども達

と積極的な交流が図れるよう支援を

行う。

市民活動支援

課

文化まちづく

り課

(ｳ)住民が参加しや

すい環境の整備

多くの地域住民がまちづくりに携わ

れるように意見を吸い上げる仕組み

を地域協議会にて考えていく。
市民活動支援

課

所管課
実施スケジュール（いつまで）

★住民意識の
高揚

3

1 ★広報活動の
充実
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施　策 推進項目 実施内容

（なにを） （どのような） （どうやって） H27 H28 H29 H30 H31

(ｱ)自治会長の負担

軽減

自治会長が担っている業務が分担で

きるように地域住民に啓発を図る。 該当課 ○

(ｲ)自治会加入促進 地域協働の重要な担い手である自治

会の構成員を増加させる取り組みを

行うため、未加入世帯への啓発を図

る。

市民活動支援

課 △ △ ○

(ｳ)ガイドブックの

作成

自治会役員になった方が、円滑に自

治会運営を行えるように、自治会活

動についての基本的な知識や男女共

同参画の視点にたった事例等を紹介

する手引書を作成する。

市民活動支援

課 △ ○

(ｴ)自治会連合会等

の設置支援

市からの情報や協力依頼等は、地域

協議会を通じ、確実に自治会へ行き

渡るよう、各地域協議会内に自治会

連絡会議等の連絡調整機能強化が図

られるよう設置に関して支援を行

う。

市民活動支援

課
△ △ ○

(ｵ)小規模自治会へ

の支援

小規模な自治会が持つ課題・問題等

の解決に対する支援を行う。
市民活動支援

課
△

(ｶ)地域とマンショ

ン（集合住宅）と

の共生

地域とマンションが抱える問題は多

岐にわたっていることから、双方の

理解や取り組みにより解消されるよ

うな提案を検討する。

市民活動支援
課 ○

(ｷ)地域要望制度の

活用促進

地域が抱える課題・問題に対して、

先ずは解決する手立てを考え、その

中から、あれもこれもではなく、

絞ったものに優先順位を付けて行政

に要望するなど、効果・効率的な仕

組みを構築していく。

市民活動支援

課

６．組織の確立
(ｱ)コミュニティ間の

調整

地域協議会が活動する上で、現在の範

域が適当かどうか地域の見つめなおしを

促す。

市民活動支援

課

支所総務振興

課

(ｲ)地域協議会連絡

会議（仮称）による情

報共有化

地域協議会間の情報共有、連携促進を

図るため、地域協議会の会長等による連

合会を設置し、それぞれの地域が抱える

共通課題の解決に向けての協議や先進

的な取り組み事例等の情報共有を推進

する。

また、行政からの情報提供や行政施策

の提案等を行い、市と地域協議会との情

報の共有化を図る。

市民活動支援

課
◎

(ｱ)まちづくり人材

の育成、養成

地域協議会の構成団体や部会などの

様々な活動を通して人的ネットワー

クの構築を推進し、地域に埋もれて

いる人材の発掘や後継者の育成を図

る。また、市と協働で担い手育成研

修会等を開催するなど連携強化に努

める。

該当課 ○ ◎

(ｲ)協働に関する研

修会等の実施

地域の住民自治の推進に向けて、そ

のリーダーや活動の担い手となる人

材を対象に、それぞれの活動の継続

性や自立性を高め、事業の活性化を

図るための研修機会の充実を図る。

市民活動支援

課

(ｳ)女性及びシニア

世代の経験や能力

の活用

女性及びシニア世代の経験や能力を

地域活動、市民活動に活かしてもら

うよう参加機会を増やすような仕組

みを構築する。

市民活動支援

課 ○

番号 所管課
実施スケジュール（いつまで）

4 ★自治会との
連携協力

1 ★コミュニ
ティ範域の設
定

★人材の発
掘・養成

2
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八 代 市 

 

施　策 推進項目 実施内容

（なにを） （どのような） （どうやって） H27 H28 H29 H30 H31

(ｱ)既存組織の有効

活用

地域に存在する公益活動団体を地域

協議会に参画してもらい、協力して

事業実施できるよう促す。

市民活動支援

課 ○

(ｲ)企業との連携強

化

協働の担い手として期待される企業

や事業所等と地域協議会のニーズを

マッチングさせ、相互にメリットの

ある活動が生まれるような仕組みを

構築し、市民と企業との協働を推進

する。

市民活動支援

課

商工振興課
○

(ｳ)行政機関への手

続き支援

慣れない国県等補助金の申請手続き

や税務署等の行政機関への各種手続

きについては側面的な支援を行う。

市民活動支援

課
◎

(ｱ)専門部署の機能

充実

市役所本庁にコミュニティ総合窓口

（市民活動支援課）をおき、各地域

協議会のコミュニティ活動が活発に

なるように、行政内部の各課と連携

を図り、情報提供を行う。

市民活動支援

課

(ｲ)拠点型まちづくり

センターの位置付け

さまざまな分野で活動している市民活動

団体、各種団体、地域協議会、企業等を

はじめ、自らがまちづくりを行うために利

用できる拠点施設の位置付けを検討す

る。

市民活動支援

課 △

(ｳ)拠点型まちづくり

センターの促進機能

市民活動団体、地域協議会等の活動情

報を収集・提供していくとともに、住民自

治や生涯学習、市民活動に関する相

談、人材育成、研修等ができるよう検討

する。

市民活動支援

課 △

(ｴ)地域支援職員

（地域ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ）

の配置

地域協議会を側面から支援し地域の

自主性・自律性を図るため、各地域

協議会に担当職員として、地域アド

バイザーを配置する。

コミュニティセンター指定管理者制

度導入、または後期計画期間後は、

段階的にいくつかの地域を担当する

地区担当職員制度へ移行を図る。

人事課

市民活動支援

課
○ ◎

(ｵ)職員へ地域情報

提供

各地域協議会のイベント情報などを

職員へ情報提供し、イベントへの参

加を促す。

市民活動支援

課

(ｶ)職員研修の充実 より住民に近い視点で行政運営がで

きるよう、関係部署との連携を図り

ながら研修内容を検討し、「地域住

民と協働」ができる職員の育成を図

る。

人事課

市民活動支援

課

(ｷ)職員の意識改革 市民参画、市民協働に関する職員研

修会を実施する。

また、職員も地域住民の一員とし

て、地域のまちづくりに率先して参

加するよう働きかける。

人事課

市民活動支援

課
◎

(ｸ)職員の市民活動

参画推進と職員の

経験・能力の活用

職員の市民活動参画を促進するとと

もに、その活動で職員の保有する経

験や能力を活用できるよう、より参

画しやすい環境の整備を図る。
人事課 ○

(ｹ)協働に関する推

進体制の機能充実

市役所各部署の市民協働を全庁的に

推進する必要があるため、住民自治

推進庁内検討会議にて連絡調整を行

いながら検討を進める。

市民活動支援

課
◎

(ｺ)地域内分権の推
進

地域の独自性が最大限発揮できるよ
う地域内分権を推進し、地域で決め

た事柄は地域が責任を持ち、住民に

身近なところで課題解決ができるよ

うな仕組みを構築するように支援す

る。

市民活動支援

課

番号 所管課
実施スケジュール（いつまで）

★関係機関と
の連携

3

4 ★行政組織の
確立
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八 代 市 

 

施　策 推進項目 実施内容

（なにを） （どのような） （どうやって） H27 H28 H29 H30 H31

(ｱ)市政協力員制度

の見直し

住民自治によるまちづくりを今後さらに推

進し、地域協議会を中心としたまちづくり

を行うため、市長が個人へ委嘱する関係

を改め、地域と行政は上下関係のない対

等なパートナー関係を構築していくた

め、計画期間内において、市政協力員

制度の見直しを行う。

市民活動支援

課
◎

(ｲ)市から市政協力

員への提案・依頼の

あり方

市が市政協力員へお願いしている業務

（協力、連絡、提案）の見直しを徹底的に

行い、業務の軽減を図る。

なお、見直しの結果、地域で行った方が

効果・効率的な業務については、地域協

議会へ委託できないか併せて検討す

る。

市民活動支援

課
△ ○

(ｳ)地域協議会との

連携

市政協力員の役割の一部を地域協議会

へ移行させる場合は、無償での協力依

頼とならないよう、市と地域との連絡事務

に係る経費は、一括交付金として地域協

議会に交付する。

市民活動支援

課 △ ○

(ｴ)地域協議会と行

政の合意形成のあり

方

市が一方的に地域協議会へ協力依頼す

るのではなく、地域協議会を起点に自治

会の意向や地域の実情を踏まえつつ、
特段の配慮を行う。

市民活動支援

課 ○

所管課
実施スケジュール（いつまで）

5 ★市政協力員
との関係

番号
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八 代 市 

 

７．施設の運営

施　策 推進項目 実施内容

（なにを） （どのような） （どうやって） H27 H28 H29 H30 H31

1 ★活動拠点施
設の機能充実

(ｱ)コミュニティセン

ターへ移行

地域協議会が主体となって、地域福祉の

向上を図っていくため、社会教育施設で

ある公民館等施設から、様々な活動が

可能なコミュニティセンターへ切り替え、

地域活動の拠点として位置づける。

市民活動支援

課

農業政策課

教育施設課

生涯学習課

△ ◎

(1)代陽公民館
生涯学習課

(2)八千把公民館
生涯学習課

(3)高田公民館
生涯学習課

(4)太田郷公民館
生涯学習課

(5)松高公民館
生涯学習課

(6)宮地公民館
生涯学習課

(7)金剛公民館
生涯学習課

(8)郡築公民館
生涯学習課

(9)二見公民館
生涯学習課

(10)八代公民館
生涯学習課

(11)植柳公民館
生涯学習課

(12)麦島公民館
生涯学習課

(13)南部市民センター
生涯学習課

(14)農村婦人の家
農業政策課

(15)龍峯農業研修所
農業政策課

(16)坂本公民館
生涯学習課

(17)千丁公民館
生涯学習課

(18)農事研修センター
農業政策課

(19)東陽公民館
生涯学習課

(20)泉第二小学校
教育施設課

(21)宮地東公民館
生涯学習課

番号 所管課
実施スケジュール（いつまで）
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八 代 市 

 

施　策 推進項目 実施内容

（なにを） （どのような） （どうやって） H27 H28 H29 H30 H31

1 ★活動拠点施
設の機能充実

(ｲ)コミュニティセ

ンターの改修

コミュニティセンターは、地域の活

動拠点施設であり、地域の拠り所で

もある。特に災害時においては避難

所となることから、適宜老朽化した

施設の改修を図る。なお、土砂災害

特別警戒地域に入っているコミュニ

ティセンターについては、移転も含

め検討する。

また、未整備地域については、早急

にコミュニティーセンターの設置を

行う。

市民活動支援

課
△ ○

(ｳ)コミュニティセ

ンター使用料

施設のコストに対し、使用料収入が

少なく、適正な受益者負担であるか

十分検討する必要がある。

施設使用料の検討にあたっては、施

設を利用する者と利用しない者との

立場を考慮した「負担の公平性」を

図る。

市民活動支援

課 △ ◎

(ｱ)管理運営機能の

強化

コミュニティセンターは地域住民のため

の施設であるという観点から、施設の管

理運営は、地域住民が運営していく。施

設管理の運営及び地域協議会の事務補

助を行うため常勤スタッフを雇用する。

市民活動支援

課
△ ○ ◎

(ｲ)指定管理者制度

の導入

地域の権限・裁量権の拡大を図るととも

に、コミュニティセンターの積極的な活用

や地域の特性を活かした取り組みができ

るよう地域協議会と指定管理者制度を結

ぶ

市民活動支援

課
△ ○ ○ ○ ◎

(ｳ)生涯学習の推進

展開

「いつでも、どこでも、だれでも学

べる」学習環境づくりを目指す。
生涯学習課

(ｴ)収益事業の展開 地域協議会の自主財源の一つとし

て、コミュニティセンター内での収

益事業の実施や地域協議会の所有備

品等の有料貸出、展示会などコミュ

ニティビジネスの推進を図る。

市民活動支援

課 ◎

８．自主運営の促進
(ｱ)事務運営マニュ

アルの整備

地域協議会を継続して活発化させていく

ために、事務手順や男女共同参画の視

点にたった運営マニュアルの内容を整

備する。

・会計処理マニュアル

・広報啓発マニュアル

・施設管理マニュアルなど

市民活動支援

課 ○ ◎

(ｲ)地域リーダー養

成研修会の実施

事務局運営に必要な会計処理や広報活

動などのノウハウを養ってもらうために、

各種研修会を実施する。
市民活動支援

課

所管課
実施スケジュール（いつまで）

番号

★住民主体の
まちづくり強
化

1

2 ★拠点施設活
動内容
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八 代 市 

 

施　策 推進項目 実施内容

（なにを） （どのような） （どうやって） H27 H28 H29 H30 H31

(ｱ)地域住民による

計画づくり

地域のまちづくりについて、住民が

主体となって、計画の策定を推進す

る。
市民活動支援

課
△ ○ ○ ○ ◎

(ｲ)目標設定による

進行管理

まちづくり計画策定後、当該計画に

沿った地域活動の実施を支援する。
市民活動支援

課 △ △ ○ ○ ◎

(ｳ)まちづくり計画

策定支援

地域協議会が主体となってまちづく

り計画を策定する際、必要な経費を

助成したり、担当職員を配置するな

ど側面から支援を行う。

市民活動支援

課 ○ ○ ○ ○ ◎

3 (ｱ)全国市長会市民

総合賠償補償保険

の周知

市が加入している全国市長会市民総合

賠償補償保険を市民に広く周知する。
市民活動支援

課

財政課
○ ◎

(ｲ)公益活動に対す

る保険制度の検討

公益活動中の万が一の事故に備えるた

め、保険制度の創設を検討し、安心して

公益活動に参加できる環境づくりを行

う。
市民活動支援

課
△

(ｱ)啓発活動 地域活動をビジネスとして考える機

会をつくり出すため、各種啓発活動

を行う。 市民活動支援

課

(ｲ)地域ニーズの掘

り起こし

地域ニーズの掘り起こしを住民と協

働で行い、各種情報を地域協議会へ

効果的に提供をする。 市民活動支援

課

(ｳ)ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ検討

委員会設置の検討

地域課題、住民ニーズをビジネスの手法

（受益者負担、一定のコスト負担）を用い

て解決するために、行政、協議会、専門

家、実践者等で構成する「ビジネスモデ

ル検討委員会（仮称）」を設置し、取り組

み可能なビジネスモデルを選定し、提示

する。

市民活動支援

課 △ △ ○

番号 所管課
実施スケジュール（いつまで）

2 ★まちづくり
計画の策定

4 ★コミュニ
ティビジネス
の促進

★市民活動保
険制度
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八 代 市 

 

９．権限、財源の移譲

施　策 推進項目 実施内容

（なにを） （どのような） （どうやって） H27 H28 H29 H30 H31

1 ★住民自治活
動支援制度
（補助金一本
化）

(ｱ)八代市地域協議

会活動交付金

地域住民の自己決定・自己責任での補

助活動が行えるよう、事務事業の見直し

等を行いながら、一括交付金の拡充を図

る。

市民活動支援

課 ○

(ｱ)新たな支援制度

の創設

地域の元気を創出し、地域協議会の

やる気の応援と、独自の発想、地域

の特性に応じたまちづくりが実施で

きるよう、「コミュニティ活動活性

化補助金」を創設する。

併せて、継続的な支援ができるよう

基金などの創設を検討する。

市民活動支援

課

(ｲ)地域協議会連携

活動への支援制度

の創設

それぞれの地域の範囲を超えた取り

組みに対する支援を行う制度をつく

り、地域力の底上げにつなげるとと

もに、コミュニティ範域の見直しを

推進する。

市民活動支援

課
◎

(ｳ)がまだしもん応

援事業

地域課題について市民活動団体から

豊かな発想を活かした事業提案を募

り、行政と役割分担しながら課題解

決のための事業を実施する。

市民活動支援

課

(ｴ)国・県等補助事

業の活用促進

地域協議会が自主的・主体的な活動

を行う財源として、国県補助金事業

のほか、宝くじ助成金等を積極的に

活用する。

市民活動支援

課

(ｵ)物的支援 地域協議会の自主的・主体的な活動

を支援し、行政と協働によるまちづ

くりを推進していくため、市が所有

する車両、備品等の貸し出しを行

う。また現在、各地域協議会が所有

している備品等について、貸出し一

覧（有償等）を作成するなど連携強

化に努める。

市民活動支援

課 △ ○

3 ★協働委託の
促進（委託業
務）

(ｱ)行政提案型協働

事業の創出

各課が抱えている課題解決にあた

り、市民活動団体等と行政との協働

により、効果・効率的な解決が期待

できる事業について広く市民へ提案

を行い、市民のアイディアやノウハ

ウを募り、協力して解決していくこ

とできるような仕組みを構築する。

該当課 △ ○

番号 所管課
実施スケジュール（いつまで）

★組織運営に
おける支援制
度

2
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